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１. はじめに 

 

１－１. 本調査の背景と目的 

我が国の経済社会構造が急速に変化する中、限られた資源を有効に活用し、国民によ

り信頼される行政を展開するためには、各府省が、統計等データを積極的に利用して、

エビデンスに基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making。以下「EBPM」という。）

を推進する必要がある。EBPMを政府全体で推進していくためには、各府省において政

策の目的と手段の因果関係を明確にし、エビデンスに基づく政策効果の把握・分析を行

う取組を進めることが重要となる。上記取組を効果的に進めていくために、総務省行政

評価局では、エビデンスの活用手法や課題について各府省と共有し、各府省における

EBPMの実践を後押ししている。 

租税特別措置等（租税特別措置等とは、本邦の国税における租税特別措置及び地方税

における税負担軽減措置等を指す。以下「租税特別措置等」又は「租特」という。ま

た、本調査対象国であるアメリカにおいては「租税支出（Tax Expenditure）」と呼ばれて

いるが、本報告書では、便宜上、アメリカの租税支出についても「租税特別措置等」又

は「租特」という表現に統一している）の分野における EBPMを推進する観点から、令

和 4年度に、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダを対象に、公表されて

いる各種報告書から諸外国における租税特別措置等の効果検証の状況を調査した。ま

た、令和 5年度にはオランダ、ドイツ、イギリス、スウェーデン、フランスの政府機関

や評価実施者に対して、効果検証を実施するに当たって工夫した点や制度として組み込

むに当たっての留意点についてヒアリング調査等を実施し、それを踏まえて我が国への

示唆を整理した。 

そうした状況において、さらに我が国の今後の租特の改善のための示唆を得るため

に、アメリカの租特に関する効果検証等について把握する必要があった。 

そのため、本調査では、今後、我が国において租特の効果検証を行う際の参考とする

ことを目的に、アメリカの政策評価体制、個別租特の効果検証実施の際の工夫等につい

てヒアリング調査等を通して把握し、それを踏まえて我が国への示唆を整理した。 

 

１－２. 本調査の実施概要 

本調査では、アメリカにおける租税特別措置等の EBPMを推進する上で重要な役割を

持つ行政府・立法府の機関を特定するとともに、できる限り厳密な手法で効果検証を実
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施している事例を選定し、我が国において租税特別措置等の効果検証を行う際の参考と

なる有用な情報を収集することによって、我が国への示唆を整理した。 

調査項目は、表 １-1のとおり「政策評価制度・税制改正の流れ」と「個別租特の効果

検証事例」のそれぞれで設計した。 

まず、「政策評価制度・税制改正の流れ」については「政策評価」と「税制」に分類

した。「政策評価」に関しては、租税特別措置等に限らない全般的な仕組みとしての

「政策立案・政策評価制度」「効果検証の指針・課題」「効果検証体制、職員育成」に加

え、効果検証に有用なデータ等を利活用できる環境がどの程度整備されているかという

観点から「統計データの整備状況」を、効果検証の知見がどのように蓄積・共有されて

いるかという観点から先行研究のエビデンスを分かりやすく整理した「効果検証結果デ

ータベースの整備状況」を調査項目として設定した。「税制」に関しては、租税特別措

置等に直接的に関係する内容として「租税特別措置の基礎情報」と「税制改正の流れ」

を調査項目として設定した。 

また、「個別租特の効果検証事例」については「制度・体制」「リサーチデザイン」

「効果検証」「結果活用」の四つに分類した。「制度・体制」に関しては、個別事例の概

要として対象租特の政策に関連した「政策全体のパッケージ」に加え、どのような体制

で効果検証を実施したかを把握するための「効果検証スキーム」を調査項目として設定

した。「リサーチデザイン」に関しては、租特に期待する効果を把握するための「効果

測定指標・論理のつながり」、その効果をできる限り正確に把握するための工夫として

の「処置群・対照群の識別」「効果検証手法」「租税特別措置等のみの効果」を調査項目

として設定した。「効果検証」に関しては、リサーチデザインに基づいて実際に分析さ

れた際の「実施内容、工夫・課題」、定量分析に加えて定性分析を実施されている場合

における「定性分析との組み合わせ」、これらに対する「分析の質の担保」を調査項目

として設定した。最後に「結果活用」に関しては、効果検証を行ったことによる価値と

しての「効果検証結果の活用状況」を調査項目として設定した。なお、日本との組織体

制の違い、調査によって実際に収集できた項目や粒度については事例によって異なる点

に留意されたい。 
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表 １-1 調査事項 

分類 調査項目 詳細 

政策評価制

度・税制改

改正の流れ 

政策評価 政策立案・政策評

価制度 

政策全般に関する前提である、アメリカ

における政策立案・評価制度 

効果検証の指針・

課題 

効果検証に係る統一的なガイドライン等

の整備状況、政策評価手法に係る課題 

効果検証体制、職

員育成 

政策の効果検証を行う際の体制や、定量

的な分析を実施できる職員の確保・育成

状況 

統計データの整備

状況 

公的統計や行政記録情報の利用ルール・

利用時の工夫、オルタナティブデータの

活用状況 

効果検証結果デー

タベースの整備状

況 

過去政策の効果検証に係る先行研究等の

エビデンスをアーカイブ・参照できる仕

組み 

税制 税制改正の流れ 税制改正に関わる組織の関係性や決定に

至る流れ、効果検証との関係、日本との

違い 

租税特別措置の基

礎情報 

租税特別措置等の特徴、効果検証事例を

参考にする際に意識すべき日本との違い 

個別租特の

効果検証事

例 

制度・ 

体制 

政策全体のパッケ

ージ 

当該租特が属する政策全体のパッケージ

（補助金、租特、規制等）の状況 

効果検証スキーム 効果検証の実施主体、スキーム、実施頻

度、期間、経緯、体制、予算等の基本事

項 

リサーチ

デザイン 

効果測定指標・論

理つながり 

租特の目的及びその及ぼす影響の範囲、

それを踏まえた効果測定指標設定の考え

方等 

処置群・対照群の

識別 

処置群・対照群の特定（特に事前認証や

実施状況報告義務が無い場合1） 

効果検証手法 制度、指標等の前提から、データ収集や

効果検証手法等をデザインする際の課

題・工夫 

 
1租特の適用前に行政機関の承認（以下「事前承認」という。）を要しない場合や、適用後の行政機関への実施状況報告
が義務付けられていない場合には、租特の適用事業者を把握して処置群と対照群を識別することの難易度が高いと想定

されるが、そのような条件下でどのような工夫を行っているかについて調査する。 
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分類 調査項目 詳細 

租税特別措置等の

みの効果 

租特以外の関連する政策による効果等を

考慮し、租特の効果のみを切り出すため

の工夫 

効果検証 実施内容、工夫・

課題 

効果検証過程でのデータセット作成（パ

ネルデータ等）や変数、手法等の工夫・

課題 

定性分析との組み

合わせ 

定量分析だけでなく、定性的な分析も組

み合わせて検証している場合、それらの

連携状況 

分析の質の担保 分析を実施する際に、その質を担保する

ための対応 

結果活用 効果検証結果の活

用状況 

効果検証の結果について、その後の政策

にどのように活用しているか等、その活

用状況 

 

調査方法としては、連邦政府の行政府・立法府における政策評価制度・税制改正の流

れや個別租特の効果検証事例についてデスクトップ調査を実施後、オンラインヒアリン

グを主に 2024年 10月～11月にかけて実施し、2024年 12月に現地調査を行った。 

政策評価制度・税制改正の流れに関する調査について、デスクトップ調査では、調査

報告書等の文献レビュー、連邦政府機関のウェブサイトに記載されている情報の収集を

行った。そこで十分に把握できなかった情報を中心に、各政府機関に対してオンライン

ヒアリングを実施した。その際に得られた情報・感触に基づき、我が国への示唆として

有効な情報が得られる可能性が期待でき、現地調査の受け入れ態勢に問題のなかった政

府機関については現地調査を実施した。一方、個別租特の効果検証事例に関する調査に

ついては、文献レビュー等のデスクトップ調査実施後、各文献の執筆者・研究者にオン

ラインヒアリングを実施した。事例として選定した Opportunity Zone Programは、地域に

特化した貧困削減のための投資促進を目的として連邦政府により主導された政策であ

り、これまでに多くの研究者等によって効果検証が実施されている。地方部と都市部で

の経済・社会的格差が顕著な我が国においても、租特の発展のための参考情報になると

判断して選定した。本調査で実施したオンラインヒアリング及び現地調査の実施対象に

ついては、表 １-2に示す。また、ヒアリングは実施していないが、本報告書の中で言及

のある機関については、表 １-3に示す。なお、本報告書における組織・研究者名の報告

書での記載方法について、括弧書き内は英語での正式名称等を参考に記載した。本報告

書では原則、括弧書きではなく本書きのものを使用している。 



 

6 

 

 

表 １-2 ヒアリング対象 

組織・研究者名 分類 役割 ヒアリ

ング方

法 

OMB（Office of Management and Budget） 行政府  

 予 算 教 書 部 門 （Budget Review 

Division） 

予算関連データの集

約や資料の取りまと

めと大統領予算案の

策定援助 

現地 

統計・科学政策チーム（Statistical and 

Science Policy team） 

統計制度の取りまと

め 

オンラ

イン 

OIRA（Office of Information and 

Regulatory Affairs） 

情報収集の監督・統

計制度の取りまとめ 

オンラ

イン 

IRS（Internal Revenue Service） 行政府  

 RAAS（Research, Applied Analytics, & 

Statistics） 

調査・研究・分析を

所管する IRS内の部

局 

現地 

 SOI（Statistics of Income） 税務データの整理と

管 理 を 行 う IRS 

RAAS内の部署 

教育省（Department of Education） 行政府  

 OPEPD（Office of Planning, Evaluation 

and Policy Development） 

省内EBPMの推進を

所管する、教育省の

部局 

オンラ

イン 

IES（Institute of Education Sciences） 行政府 教育関連の統計、調

査 、 評 価 、What 

Works Clearinghouse

（WWC）を所管す

る、教育省の独立機

関 

現地 

労働省（Department of Labor） 行政府  

 OASP（Office of the Assistant Secretary 

for Policy） 

省内EBPMの推進を

所管する、労働省の

部局 

オンラ

イン 

 主席評価官室（Chief Evaluation 

Office） 

各府省に置かれてい

る主席評価官室のう
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組織・研究者名 分類 役割 ヒアリ

ング方

法 

ち、労働省の評価活

動を統括する、労働

省 OASPの部署 

センサス局（Census Bureau）2 行政府 国勢調査の執行や人

口データの整理と管

理を所管する、商務

省 （Department of 

Commerce）の独立

した機関 

書面回

答 

GAO（Government Accountability Office） 立法府 業績評価の実施と議

会への情報提供を行

う独立した機関 

オンラ

イン 

JCT（Joint Committee on Taxation） 立法府 税に関する分析・推

計を行う独立した機

関 

現地・

オンラ

イン 

Assistant Prof. Harrison Wheeler 

＜University of Toronto＞ 

研究者 新規開発における

Opportunity Zone 

Program の効果を分

析 

オンラ

イン 

Associate Prof. Naomi Feldman 

＜Hebrew University＞ 

研究者 商業投資における

Opportunity Zone 

Program の効果を分

析 

オンラ

イン 

Prof. Robert Seamans 

＜New York University＞ 

研究者 雇 用 に お け る

Opportunity Zone 

Program の効果を分

析 

オンラ

イン 

 

表 １-3 本報告書に記載の組織 

組織名 分類 役割 

OMB（Office of Management and Budget） 行政府  

 エビデンスチーム（Evidence Team） 行政府内における EBPM

 
2 財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（令和６年２月国会提出）」等から確認。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2023/index.html 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2023/index.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2023/index.html
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組織名 分類 役割 

の推進と大統領予算案の

取りまとめ・予算編成と

行政活動の監督 

財務省（Department of the Treasury） 行政府  

 OTP（Office of Tax Policy） 税制を所管する財務省の

部局 

 OTA（Office of Tax Analysis） 税の分析を実施する財務

省 OTPの部署 

租 税 法 制 部 （Office of the Tax 

Legislative Counsel） 

税制法案の策定、分析、

検討等を実施する財務省

OTPの部署 

OSTP（Office of Science and Technology Policy） 行政府 科学・技術・イノベーシ

ョンを担当する大統領府

機関 

OPM（Office of Personnel Management） 行政府 連邦政府全体の人事制度

を管理する機関 

NCSES（National Center for Science and Engineering 

Statistics） 

行政府 科学技術分野のデータに

係 る 活 動 を 所 管 す る

National Science Foundation

（NSF）内の機関 

GSA（General Services Administration） 行政府  

 OES（Office of Evaluation Sciences） 政府機関におけるエビデ

ンス整備を推進し、効果

的な活用を支援する GSA

の部局 

CBO（Congressional Budget Office） 立法府 予算・経済分析を担当す

る立法府の独立した機関 

立法顧問室（Office of Legislative Counsel） 立法府 上下院それぞれに設置さ

れる立法補佐機関 

下院歳入委員会（House Committee on Ways and 

Means） 

立法府 主に租税を含む歳入面の

議案の審査を所管する常

設委員会 

上院財政委員会（Senate Committee on Finance） 立法府 主に租税を含む歳入面の

議案の審査を所管する常

設委員会 

上下両院協議会（Conference Committee） 立法府 上下両院において異なる

法案が可決された場合に
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組織名 分類 役割 

組織される協議会 

CEP 

（Commission on Evidence-Based Policymaking） 

委員会 エビデンス整備推進のた

めの委員会 

EOC（Evaluation Officer Council） 会議体 各府省の主席評価担当官

が参集する、評価活動に

係る会議体 

ICSP（Interagency Council on Statistical Policy） 会議体 評価関連の専門家が個人

として参加する会議体 

CDO（Chief Data Officers Council） 会議体 エビデンス整備に係るデ

ータ関連の活動を実施す

る会議体 

AEA（American Evaluation Association） 団体 評価の適用及び探求を目

的とする専門団体 

評価担当官（Evaluation Officer） 役職名 各府省において評価活動

を統括する役職 

主席評価担当官（Chief Evaluation Officer） 役職名 評価担当官における主席

であり、長官等のリーダ

ー層へのエビデンスに基

づくアドバイスを行う役

職 

主席データ担当官（Chief Data Officer） 

 

役職名 各府省におけるデータ管

理・活用を統括する役職 

統計官（Statistical Officer） 役職名 各府省の統計業務を監

督・統括する役職 

 

１－３. 本報告書の構成 

本報告書は全 4章構成とする。 

第２章では、アメリカにおける政策評価制度・税制改正の流れの調査結果、第３章で

は、アメリカにおける租特の効果検証事例の調査結果、最後に第４章では、本調査全体

を通して得られた示唆について取りまとめた。 
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２. 政策評価制度・税制改正の流れ 

アメリカにおける、政策立案・政策評価制度、効果検証の指針・課題、効果検証体制、職員育成、データ整備（統計及び税務）、効果検

証結果データベース整備、租特の新設・改正の仕組みについて、日本との違いに着目しつつ、表 ２-1のとおり整理した。 

表 ２-1 日米概要比較 

 日本 アメリカ 

政策立案・政策評価

制度 

◼ 総務省行政評価局が国全体の政策評

価制度全体を所管し、各府省が自ら

政策評価を実施 

◼ 事前・事後評価：政策評価法、政策

評価法施行令、政策評価基本方針

（閣議決定）、その下の各府省の基

本計画（3～5年）、実施計画（1年）

等に基づき政策評価を実施 

◼ 政府では、OMB が連邦政府全体の政策評価制度を所管し、各府

省が自ら政策評価を実施。各府省は自らの評価制度、計画に基づ

く形、又は議会の要請によって政策評価を実施 

◼ 立法府では GAO 等が議会の要請により、政策検討のための評

価・分析等を実施 

◼ 評価に関する法律：GPRA（業績評価について定められており、

2010年に GPRAMAに改正）、Evidence Act 2018（行政府全体のエ

ビデンス構築を推進） 

効果検証の指針・ 

課題 

◼ 総務省行政評価局では政策評価ポー

タルサイトにて各種政策評価に関す

る法律や基本方針、標準的なガイド

ライン等を公開 

◼ OMBは各府省向けの行動指針として覚書（Memorandum）を発行 

◼ 立法府機関でも GAO 等が各機関に対して評価基準・指針等を共

有 

効果検証体制、職員

育成 

◼ 各府省が政策効果を自ら評価。ま

た、総務省行政評価局では政策の統

一性又は総合性を確保するための評

価等を実施 

◼ 総務省行政評価局では政策評価に関

する研修等を実施 

◼ 政府機関における人材採用制度は専門家を採用するジョブ型雇用

を実施 

◼ Evidence Act 2018 に基づき、評価担当官、主席データ担当官、統

計官等の効果検証に係る職員を各府省に設置 

◼ 各政府機関では学生を対象とした採用プログラムや、各機関にお

ける独自の育成プロラグム等を継続的に実施 



 

11 

 

 日本 アメリカ 

データ整備 統計 ◼ 担当府省が独自に実施しているアン

ケート調査や、各種公的統計調査の

二次的利用によるデータ取得が可能

な場合もあるが、取得には一定程度

の時間が必要 

◼ オンサイトや磁気媒体（CD-R 等）

でデータを提供 

◼ センサス局のウェブサイトで統計データを無料で公開 

◼ プライバシー保護技術の適用や特別プログラムを通して、機密デ

ータを取得することが可能だが、場合に応じて、一定程度の費用

や時間が必要 

◼ NCSESが所管する Standard Application Process（SAP）は、データ

アクセスの窓口を共通化し、機密データのカタログを提供 

税務 ◼ 財務省は租特透明化法に基づき、毎

年 1～2 月頃に適用実態調査の結果

（措置ごとの適用数、適用額等）を

公表 

◼ IRSが連邦税務データを管理・公表 

◼ Internal Revenue Code 6103 に基づき、各政府機関に対する税務の

機密データの開示について定義 

◼ IRS が政府外の研究者に対する税務の機密データの提供プログラ

ムを実施・運営 

効果検証結果データ

ベース整備 

◼ EBPM の実践を後押しするため、総

務省のウェブサイトに各府省との効

果検証の取組に関する情報を掲載 

◼ 教育省では What Works Clearinghouse（WWC）が研究結果の普及

や評価基準の定期的な更新を実施。WWC を参考に労働省でも

CLEARが設立 

租特の新設・改正の

仕組み 

◼ 租特には時限措置と恒久措置が存在

し、時限措置は 2～3年の適用期限が

設定されているものが多数3 

◼ 税制改正作業は、例年、予算編成作

業と並行して実施 

◼ 各府省は財務省主税局に税制改正要

◼ 租特には時限措置と恒久措置が存在し、時限措置は 2～10 年の適

用期限が設定されているものが多数4 

◼ 税制改正は内国歳入法の改正手続によって進行し、日本のような

定型的なスケジュールは不存在 

◼ 行政府では、各府省が財務省に対して税制改正要望を行い、財務

省はこれを精査して税制改正法案（大統領案）を作成 

 
3 財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（令和６年２月国会提出）」等から確認, https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2023/index.html 
4 JCT ヒアリングより。なお、適用期限を定めた法令等は存在しないが、財政調整措置により成立した租特の適用期限は 10年が上限となる。 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2023/index.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2023/index.html
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 日本 アメリカ 

望を提出するとともに政策評価（事

前評価）も実施 

◼ 総務省行政評価局は、政策評価書の

内容を点検し公表 

◼ 税制改正要望は、与党税制調査会に

よる審議を経て、「与党税制改正大

綱」として取りまとめ 

◼ その後、それを踏まえて閣議決定さ

れた「税制改正の大綱」に沿って、

財務省にて国税の改正法案が作成さ

れ、国会に提出 

◼ 改正法案は、衆議院財務金融委員

会、参議院財政金融委員会での審査

及び各院本会議での審議を経て、一

般的には 3 月末までに可決、成立

し、改正法に定められた日から施行 

◼ 大統領案は議員に対して提出され、議員はこれを民間部門等によ

る要望と横並びで精査し、自らの裁量で発議の是非を決定 

◼ 議員は大統領案等を踏まえ、あるいは自主的に改正法案を作成し

てこれを下院に発議 

◼ 下院歳入委員会及び上院財政委員会が、公聴会やマークアップ

（逐条修正）を行い、修正した改正法案を本会議に提出 

◼ 上下両院の本会議5による審議・可決を経て、大統領に対して法

案を送付 

◼ 大統領が法案を承認し、署名することで改正法が成立 

 

 
5 下院・上院の議決が一致しなかった場合は、上下両院協議会での協議により調整が図られる。 
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２－１. 政策評価 

２－１－１. 政策立案・政策評価制度 

アメリカにおける政策評価制度に関しては、1993年に各府省に対して業績（パフォー

マンス）管理が求められ、連邦政府における業績管理・評価の改善を目的とした法

Government Performance and Results Act（以下「GPRA」という。）が成立した。その後、

GPRAは 2011年 1月に Government Performance and Results Modernization Act of 2010（以

下「GPRAMA」という。）に改正され、各政府機関への要求として、「各政府機関が目標

を設定し、その目標に対するパフォーマンスを測定、進捗を公表することで、プログラ

ムのパフォーマンスを向上させる」と定められた。そのため、法的な免除がない限り、

全ての府省は今後 4年間の戦略計画を公表することに加えて、1年ごとに業績計画の策

定と業績報告を行い、さらに年次の評価計画も含めこれらの計画を大統領、OMB、議会

に提出しなければならないとされた。しかしながら、その内容は業績管理が中心で政策

の因果関係に結びつくものではなかったため、GPRAMAを中心としたこれらの取組は政

策決定において十分な効力を発揮しないものであった。そのため、政策の効果検証とそ

れを執行するための連邦政府のキャパシティ構築を目指す動きとして、近年政府機関に

おけるエビデンス整備が進められている。 

エビデンス整備に向けた特徴的な取組として、オバマ（Barack Obama）政権下で導入

された Tiered Grant（以下「階層付き補助金」という。）が挙げられる。これは社会・教

育・保険等の分野において、そのモデルに関するエビデンスの強さに応じて三つの段階

を定め、その政策モデルのエビデンスの強さに基づき、補助金を提供する取組である。

階層付き補助金の代表例として、地域ベースの政策である Social Innovation Fund（以下

「SIF」という。）は、Corporation for National and Community Service（以下「CNCS」とい

う。）のプログラムであり、2010年から 2016年まで助成金支援を受けていた。SIFは全

国区レベルの効果検証を通じて、関係者の能力開発や維持、効果検証に係る知識・エビ

デンスの蓄積を可能にした点で、政策やプログラムの設計時において、評価を視野に入

れなければならないというインセンティブが働いた点が効果的な政策であったとされ

る。 

さらに、近年のエビデンス整備の動きとしては、2016年 3月、共和党下院議長である

Paul Ryanと民主党上院議員である Patty Murrayによって共同提出された法 Evidence-

Based Policymaking Commission Act of 2016によって CEPが設立され、2016年 3月 30日

にオバマ大統領によって署名された。CEPは、プライバシーとデータの機密性を保ちな
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がら、連邦政府のエビデンス整備を行うために、政府データの可用性とその活用を促進

するための戦略策定を使命として設立された委員会である6。2017年 9月には、最終報告

書となる「THE PROMISE OF EVIDENCE-BASED POLICYMAKING  Report of the 

Commission on Evidence-Based Policymaking」を公表し、機密データへの安全なアクセス

の改善、エビデンス整備のための既存データの活用等の提言が発表され、2019年 1月の

Foundation for Evidence-Based Policymaking Act of 2018（以下「Evidence Act 2018」とい

う。）成立への橋渡しとなった。CEPの最終報告書で公表された 22の提言のうち約半分

が Evidence Act 2018に採用された。また、Evidence Act 2018では機密データやデータ整

備の文脈において、Open Government Data Actに関する提案や、National Secure Data 

Service（以下「NSDS」という。）のパイロットプロジェクトに関する提言が含まれた7。 

Evidence Act 2018は、エビデンス整備活動、オープンデータ、機密データの保護と統

計データの利用・共有に係る効率化を法的な義務として掲げ、連邦政府におけるデータ

及びエビデンス整備の促進を目的とし8、エビデンスキャパシティ、オープンデータ、デ

ータの機密性に関する以下四つのタイトルで構成されている。 

 

図 ２-1 Evidence Act 2018 の四つのタイトル 

 
6 アメリカ保健福祉省, “Commission on Evidence-Based Policymaking (CEP)”, 

https://www.acf.hhs.gov/opre/project/commission-evidence-based-policymaking-cep  
7 オンライン及びワシントン DCで実施した調査より 
8 The Promise of Evidence-Based Policymaking, https://bipartisanpolicy.org/download/?file=/wp-content/uploads/2019/03/Full-

Report-The-Promise-of-Evidence-Based-Policymaking-Report-of-the-Comission-on-Evidence-based-Policymaking.pdf 

 

概要Evidence Actを構成するタイトル

連邦政府におけるエビデンス整備に関する規定が定められており、各

府省に対して、エビデンスを政策決定の重要な要素として整備して、

評価に関する計画を策定することや、評価担当官を任命すること等

が要求されている

FEDERAL EVIDENCE–
BUILDING ACTIVITIES 

TITLE 
Ⅰ

連邦政府におけるオープンデータに関する規定が定められており、各

政府機関は、機関ごとに有するデータを公開し、機関間及び公共に

おけるデータ利用を促進するための計画策定が求められている。また、

連邦政府内のデータカタログを整備し、データの透明性とアクセスを

向上させるための基準設定が要求されている

OPEN GOVERNMENT 
DATA ACT

TITLE 
Ⅱ

機密データの保護と統計データに関する規定が含まれており、収集さ

れた統計データの機密性を保護し、機関間でのデータ共有を促進す

るための規定が設けられている

CONFIDENTIAL 
INFORMATION PROTECTION 

AND STATISTICAL 
EFFICIENCY

TITLE 
Ⅲ

既存リソースの使用や、Evidence Act 2018の施行日等を定めた法
律における一般規定である

GENERAL PROVISIONS
TITLE 
Ⅳ

https://www.acf.hhs.gov/opre/project/commission-evidence-based-policymaking-cep
https://bipartisanpolicy.org/download/?file=/wp-content/uploads/2019/03/Full-Report-The-Promise-of-Evidence-Based-Policymaking-Report-of-the-Comission-on-Evidence-based-Policymaking.pdf
https://bipartisanpolicy.org/download/?file=/wp-content/uploads/2019/03/Full-Report-The-Promise-of-Evidence-Based-Policymaking-Report-of-the-Comission-on-Evidence-based-Policymaking.pdf
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タイトルⅠ「FEDERAL EVIDENCE– BUILDING ACTIVITIES」では、行政府の各府省

に対して、「評価担当官の任命」「ラーニングアジェンダ、年次評価計画、評価方針の策

定」「キャパシティ評価の実施」を要求している。4年周期での作成が求められているラ

ーニングアジェンダは、政策やプログラムがどのように機能するかを含め、各府省がど

のようにミッションを達成するかという、戦略的な問いを立てるとともに、人事や助成

金手続、財務等の運営上の内部機能についての計画を定めることとされている。年次評

価計画は、ラーニングアジェンダで定めた会計年度において各府省が実施する重要な評

価に関する計画であり、組織のミッションに対する政策やプログラム、資金の流れの重

要性について記述するものとされている。キャパシティ評価は、各府省は統計、評価、

研究及び分析に関する評価を実施することとされているところ、パフォーマンス評価、

政策分析やプログラム評価等のエビデンス整備に関する一連の能力とインフラを測定・

評価することを目的としている9。 

タイトルⅡ「OPEN GOVERNMENT DATA ACT」では、連邦政府におけるオープンデ

ータに関する規定が定められており、各政府機関は、機関ごとに有するデータを公開

し、機関及び公共におけるデータ利用を促進するための計画策定が求められている。ま

た、一元的なデータ管理を目的とするツールであるデータカタログを整備し、データの

透明性とアクセスを向上させるための基準設定が要求されている10。 

タイトルⅢ「CONFIDENTIAL INFORMATION PROTECTION AND STATISTICAL 

EFFICIENCY」では、機密データの保護と統計データに関する規定が含まれており、収

集された統計データの機密性を保護し、機関間でのデータ共有を促進するための規定が

設けられている11。タイトルⅢに関する取組については、CEPにおける議論の段階で、

既に連邦政府におけるデータ集約を目的としてクリアリングハウスの設立が検討されて

いた。しかし、複数機関からの複数のデータベース記録の集約は、プライバシー侵害の

リスクを引き起こす可能性があるため、このクリアリングハウス設立案は却下され、代

わりに、既存データを一時的にリンクさせ、承認されたプロジェクトに関する、統計を

目的とした場合のみデータアクセスを提供する NSDSの設立が推奨された12。その後、

2022年の CHIPS and Science Actに基づき、データ連携及びデータアクセス基盤の強化に

関する政府全体の取組を支援することを目的に、National Secure Data Service 

Demonstration （以下「NSDS-D」という。）が始動した。NSDS-D は、アメリカにおいて

 
9 OMB, “Evaluation.gov”, https://www.evaluation.gov/evidence-plans/summary/  
10 “H.R.4174 - Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018”, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-

bill/4174  
11 同上 
12 “Proposals for a National Secure Data Service, in Context”, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11717  

https://www.evaluation.gov/evidence-plans/summary/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11717
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エビデンス整備を促進する統計関連の活動を支援するプロジェクトであり、データ共

有・連携を効率化し、様々な連邦政府機関における意思決定をサポートすることを目標

としている。このプロジェクトは、将来の NSDS設立の可否を判断するための試みとし

て、様々なサービス、技術、手法を試験的に導入し、最新の研究手法やプライバシー保

護のための技術にも焦点を当てている13。 

タイトルⅣ「GENERAL PROVISIONS」は、既存リソースの使用や、Evidence Act 2018

の施行日等を定めた法律における一般規定である。 

これらの Evidence Act 2018に関する情報の多くは OMBが運営するウェブサイト

「Evaluation.gov」14に情報が取りまとめられている。このウェブサイトには、主に連邦

政府全体における評価活動やその推進計画等が集約されている。Evidence Act 2018の実

施とそれに関するガイダンスや、各府省で定めたエビデンス整備のためのラーニングア

ジェンダや年次評価計画等にもアクセスすることができる。 

 

図 ２-2 ウェブサイト「Evaluation.gov」のトップページ 

 

エビデンス整備に関しては、CEPの設立や Evidence Act 2018の成立に伴うエビデンス

整備の法的な義務化により連邦政府全体の動きとして認知されるようになったが、実際

に行政府や立法府においてどのようにエビデンス整備及び効果検証・評価の体制が整え

られているかは法律の定める範囲だけでは把握しきれない。例えば、行政府では、

 
13 NCSES, https://ncses.nsf.gov/initiatives/national-secure-data-service-demo  
14 OMB, “Evaluation.gov”,  https://www.evaluation.gov/  

 

https://ncses.nsf.gov/initiatives/national-secure-data-service-demo
https://www.evaluation.gov/
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Evidence Act 2018で定められた要求の一つとして、各府省に評価担当官を配置すること

を求めているが、それに加えて評価担当官は府省における政策評価に関して OMBと議

会へ情報提供を実施することとなっている15。また、OMBの中には博士号保持者等の専

門家を中心としたエビデンスチームが存在し、少数精鋭の大統領府機関として行政府に

おける横断的なエビデンス整備の取りまとめ・主導に責任を持っている16。さらに、行

政府として各府省における評価に関する取組を進めている一方、議会における法制化の

ための政策分析や評価、議会への提言等を実施することもあり、エビデンス整備に関す

る活動は行政府内に留まらず立法府との相互的な関わりがあることも事実である17。加

えて、GSA18の一部局であり、政府機関がエビデンス整備を進め、効果的に活用できる

よう支援する GSA OESでは、実験的手法を含む分析の実施や各府省との契約による効

果検証の共同研究等を実施している。立法府では、実際に行政府が作成した分析レポー

トや報告書の情報を議会で活用することもある。また、立法府における評価体制として

は、立法府の独立した機関である GAOや CBOが中心となって分析や評価を実施する形

が整えられている。これらの分析や評価は、議会で法律を付議する際に必要な情報とし

て、議員から要望される場合も多い。GAOは日本語では会計検査院とも訳されるが、伝

統的な会計監査だけでなく、議会の要請に応じて連邦機関の業績評価を行うとともに、

Evidence Act 2018に関するエビデンス整備活動を評価し、更なるエビデンス整備のため

の優先事項を特定するように規定されている19。また、立法府の独立した機関として

GAOが実施する評価は、断片的になりがちな政府内の情報を集約する役割も担ってお

り、さらに、議会からの要請に応えるために、新規にデータを収集・統合することで独

自の評価を実施している20。また、租特においては、JCTの分析が重要な情報源であ

り、JCTは基本的な経済理論に基づいた分析を実施するが、学術文献やシンクタンク等

の政府外機関が実施した効果検証結果を参考にすることもある21。 

予算編成について、行政府に立法権のないアメリカでは、行政府の長である大統領に

予算権がない。予算教書22に基づく政府予算案は OMBにおいて準備され、議会に提出さ

れるが、議会においてはあくまでも参考に留まるものである。予算は、議会が自ら予算

案を作成し、可決されたのちに大統領によって署名されることで成立する。議会による

 
15 同上 
16 同上 
17 GAO, オンラインヒアリングより 
18 General Services Administration（GSA）は、政府の調達業務全般を所管する独立した機関である。 
19 GAO, “EVIDENCE-BASED POLICYMAKING Practices to Help Manage and Assess the Results of Federal Efforts”, 

https://www.gao.gov/assets/gao-23-105460.pdf  
20 同上 
21 JCT, 現地ヒアリングより 
22 政府予算案を取りまとめた書類で、毎年 2月の第一月曜日までに議会に提出される。詳しくは後述。 

https://www.gao.gov/assets/gao-23-105460.pdf
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予算審議は通常 2月の第 1週目に開始する。歳入、歳出は予算決議23に抵触しない範囲

で法案としての審議が順次執り行われる。基本的に各府省が自らの施策に対する評価を

行っているが、前述したとおり、立法府の機関である GAOや CBOも議会の要請に基づ

いて評価を行っており、議会予算案はこれらを参考に反映等がなされる24。 

行政府内におけるエビデンス整備の動きとして挙げた OMBの活動に関して、図 ２-3

のとおり、各府省・機関相互間で情報交換や議論を行い、協調・協力を通じた連邦政府

全体のエビデンス整備の促進を目指した各種会議体の管理・運営がある。 

 

図 ２-3 エビデンス整備に関する会議体 

 

EOCは、各府省の評価責任者である主席評価担当官が参集し、情報交換や OMBへの

相談、関心分野・領域に関する活動調整・協力を実施することを目指して成立した評議

会である。運営は、各府省の評価担当官が中心となって行っている25。また、ICEPは、

Evidence Act 2018で定められたラーニングアジェンダ策定の支援や、専門家ネットワー

クの提供、職員の専門能力開発等に従事する評議会であり、各府省において評価関連の

業務に携わる専門家が、所属機関の代表としてではなく、個人として参加している26。

ICSPでは、Chief Statistician of the United Statesと各府省における統計機関や部局におい

て指定された上級以上の統計官が中心となり、連邦統計システムの機能改善や連携、統

 
23 議会での予算編成プロセスの一部で、議会として適切と考える歳出や歳入等の水準の大枠を示すための決議をいう。 
24 GAO, “EVIDENCE-BASED POLICYMAKING Practices to Help Manage and Assess the Results of Federal Efforts”, 

https://www.gao.gov/assets/gao-23-105460.pdf  
25 同上 
26 同上 
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計データ及びエビデンスに基づく意思決定を支援するための統計システムの整備、デー

タ品質・機密性の確保、データアクセスの提供等の使命を掲げている27。さらに、CDO

は、連邦政府 Chief Information Officer、OMB OIRA局長、各府省の主席データ担当官又

は CDO構成員の指定を受けた者で構成されており、政府データの管理・使用・保護・

普及・生成に関する政府全体のベストプラクティスを確立するために定期的に会合を開

くこととなっている。CDOは、府省間でのデータ共有の促進、データ収集・使用のため

の新しい技術の特定とその評価をはじめとする連邦政府内での情報技術やデータ関連の

活動を実施している。これらの評議会は各府省のナレッジや情報を府省間で共有するこ

とを可能とし、エビデンス整備を連邦政府全体の動きとして認知するための重要な機能

を持っている28。 

 

２－１－２. 効果検証の指針・課題 

Evidence Act 2018では、連邦政府におけるエビデンス整備を目指し、政府内の様々な

取組の促進を要請しているが、それらの活動について、OMBが発行する覚書（M-19-

23）では、四つのフェーズが定められている。この四つのフェーズは、Evidence Act 

2018で定められた要件を実行するに当たって行政府機関の指針となるものであり、特に

フェーズ 4はプログラム評価に関する文書で、効果検証におけるガイドラインとしての

役割を担っている。 

 

 
27 “Interagency Council on Statistical Policy (ICSP) Charter”,  https://www.statspolicy.gov/assets/files/ICSP%20Charter.pdf  
28 CDO, https://www.cdo.gov/about-us/  

https://www.statspolicy.gov/assets/files/ICSP%20Charter.pdf
https://www.cdo.gov/about-us/
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図 ２-4  Evidence Act 2018 の要件を実施するための四つのフェーズ 

 

最初のフェーズ 1は、Evidence Act 2018で定められたラーニングアジェンダの策定、

エビデンス整備に係る人材の配置及び計画の実施に関する内容で構成されている。特

に、人材の配置に関しては、各府省に主席データ担当官、評価担当官、統計官を配置す

ることによるエビデンス整備の促進や、エビデンス整備計画の策定、優先事項の明確化

によるデータ及び人材の戦略的管理を目指すことが示されている29。 

フェーズ 2では、オープンデータとデータ管理に焦点が当てられており、現在は政府

機関ごとに管理しているデータについて、今後集約して管理していくことを目指し、一

元的なデータ管理を目的とするツールであるデータカタログやツールの作成によるオー

プンデータの拡大、政府データの透明性の確保を推進することが示されている。また、

データを単に公開するだけではなく、そのデータに容易にアクセスできるようにするこ

とも重要と捉え、そのために必要なインフラ整備に関する目標も掲げられている30。 

フェーズ 3では、Evidence Act 2018のタイトルⅢで示された機密データの保護と統計

データ利用の効率化について述べられている31。指定された政府機関におけるデータ共

有を通じた分析精度の向上や各機関が持つデータを利用可能な形式で共有すること、ま

 
29 “OMB Memorandum M-19-23”, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/07/M-19-23.pdf  
30 同上 
31 “Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018”, https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-115publ435  

 

Evidence Act 2018の要件を実施するための4つのフェーズ

対応する覚書概要

OMB覚書（M-19-23）

ラーニングアジェンダ、人材配置及び計画

ラーニングアジェンダを策定と、主席データ担当官、評価担当官、統計

官等の設置により、エビデンス整備のための計画と優先事項を明確に

し、データと人材を戦略的に管理することを目指す

Phase 1

OMB覚書（M-25-05）

オープンデータ及びデータ管理

データの集中管理のためのデータカタログやその他のツールの作成により、

データの公開を促進し、データの透明性を向上させることを目指す。また、

これにより、データへのアクセスを容易にするインフラの確立を目的とする

Phase 2

ー

統計を目的とするデータアクセス

統計データに関しては、各機関が保有するデータを把握し、統計データ

への安全なアクセスシステムを確立し、申請手続を標準化することで、

統計データの利用と効率的な共有を促進することを目指す

Phase 3

OMB覚書（M-20-12）

プログラム評価

評価の質の一貫性を確保し、政策の改善と政府活動の透明性向上

に貢献するために、評価基準やベストプラクティスを確立することに加え

て、評価に関する専門人材を育成するための戦略策定を目指す

Phase 4

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/07/M-19-23.pdf
https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-115publ435
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たデータアクセスのための標準化された申請プロセスの構築等を達成するための取組を

推進することが目標として掲げられている32。 

最後のフェーズ 4では、効果検証の指針ともいえるプログラム評価に関する事項が記

載されている。具体的には、評価の質の一貫性を確保することに加えて、政策の改善と

政府活動の透明性の向上に貢献するために必要な評価基準の設定や、ベストプラクティ

スを確立することの重要性について述べられている33。また、評価に関する専門人材の

育成に係る戦略を策定することを目標として掲げている。 

以上のとおり、OMB覚書（M-19-23）では、Evidence Act 2018で定められた要件を実

行するための四つのフェーズが定められているが、今回実施したオンライン調査より、

今後のエビデンス整備及び指針策定について、次の 2通りの考え方があることが分かっ

た。まず、議会が EBPMの更なる推進を決定した場合、立法府からの要請に基づき、次

のフェーズに関する覚書等が新しく発行される可能性があるというものである。次に、

指針は一般的に行政プロセスの要求に基づき策定されるものであり、同時に、基本的に

議会による一定程度の強制力がない限りは覚書のような文書を作成することは難しい。

しかし、現状でも circular A-11等、毎年小規模な内容の更新を実施している文書もあ

り、連邦政府の状況や新しい研究について反映させているという観点では、既に継続的

にエビデンス整備の指針を示しているとも言える34。 

加えて、フェーズ 4に関しては、評価の実施に関する指針がより詳細に示されている

OMB覚書（M-20-12）が発行された後、新たな課題に取り組むことやエビデンス整備に

関して成熟段階へ移行することを要求した OMB覚書（M-21-27）が発行された35。特

に、前者の OMB覚書（M-20-12）は、Evidence Act 2018で定められた各政府機関に要求

された要件を満たすためのガイダンスとして、Evidence Act 2018と同じく 2019年 1月に

施行されたものであり、連邦政府における評価能力向上や政策立案支援のための実務

例、プログラム評価のための評価基準等を示している。 

OMB覚書（M-20-12）に掲載された評価基準については、「関連性と有用性」、「厳密

性」、「独立性と客観性」、「透明性」、「倫理」の五つの基準で構成されている（表２-1）。

評価実施者は、実施した評価の結果が信頼のあるエビデンスとして活用されるために、

これらの基準に基づき評価を実施する必要がある。また、評価基準を完全に遵守できな

い場合は、その他の基準とのバランスを考慮して慎重に評価を実施する必要がある36。 

 
32 “OMB Memorandum M-19-23”, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/07/M-19-23.pdf  
33 同上 
34 オンライン及びワシントン DCで実施した調査より 
35 “OMB Memorandum M-21-27”, https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/06/M-21-27.pdf  
36 “OMB Memorandum M-20-12”, https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/03/M-20-12.pdf  

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/07/M-19-23.pdf
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/06/M-21-27.pdf
https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/03/M-20-12.pdf
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まず、「関連性と有用性」について、評価は、評価実施に係る関係者が必要としてい

る重要な課題との関連性を持たなければいけないとしている。特に、ラーニングアジェ

ンダ等の各機関における戦略計画と関連付けることで予算編成やプログラム設計・開発

等に価値のあるエビデンスを提供すべきである。また、各機関にとって重要な課題に焦

点を当てることで、有用な評価として報告されるべきとされている37。 

「厳密性」では、文脈に沿った前提や方法に基づく評価を実施することで厳密性を確

保することに言及している。評価の重要な基盤となる設計や方法論の計画と実施、また

結果の解釈及び報告方法によって、評価の質は左右されるとしており、制約条件の明確

化や適切なスキルや経験を持つ評価者による実施・報告の重要性を強調している38。 

「独立性と客観性」については、評価者が単独又は限定された集団の意見に依存する

のではなく、幅広い関係者から多様な意見を取り入れるべきとしている。関係者は評価

の優先順位を特定する上で重要な役割を担っているが、評価者の選定から評価の実施ま

で、それらの活動には政治的に不当な影響を反映してはならないとされており、評価の

際には、評価者の客観性、公平性、専門的な判断力が損なわれないように努める必要が

ある。さらに、評価者のこれまでの研究や偏見に左右された状態で評価が実施されない

よう、それらのリスクを認識することが大切とされている39。 

「透明性」では、評価は計画、実施、報告の各段階において説明責任を果たし、不当

な分析結果のための調整が実施されないよう透明性を確保することが重要とされてい

る。また、評価の目的、関係者の評価への関与範囲、調査設計・方法、報告のスケジュ

ールや戦略については、評価実施前に明確に文書化されるべきとされている。さらに、

情報開示に関して、法的、倫理的、安全保障上の制約及びその他の制約が考慮され、評

価結果を適時に公表し、第三者による評価作業の監査・解釈・再現ができるように十分

に評価の詳細が提供されるべきだということに言及している40。 

最後となる「倫理」は、評価参加者や関係者の尊厳・権利・安全・プライバシーを保

護するべきとしており、プライバシー保護に係るデータについては作成後、法に従い廃

棄する必要があるとしている。関係者に対しては、公平・公正・平等であり、言語や政

治・社会的環境、経済状況や権力関係等の文化的背景を考慮する必要性を重視してお

り、評価は、これらの要件と評価が与え得る影響を十分に考慮して計画・実施されるべ

きだとしている41。 

 
37 同上 
38 同上 
39 同上 
40 同上 
41 同上 
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表 ２-2  OMB覚書（M-20-12）における評価基準 

関連性と有用性 評価は評価実施に係る関係者にとって有益な情報として、また、予

算編成やプログラムの改善に有用な形で報告されるべきである 

厳密性 適切な設計や方法に基づき、制約条件等を明確にした上で、関連す

る経験・知見を持つ評価者により実施・報告されるべきである 

独立性と客観性 利害関係及び政治的影響の介入を排除し、公平かつ客観的に評価を

計画・実施・報告すべきである 

透明性 目的・方法論・計画等を明確化し、法的・倫理的及びその他の制約

が考慮され、評価結果及びその詳細が公表されるべきである 

倫理 評価参加者や関係者の尊厳・利権・安全を遵守し、公平・公正かつ

文化的背景を考慮した上で、評価を計画・実施すべきである 

 

さらに、OMB覚書（M-20-12）では、エビデンス整備に伴う評価実務に関する 10の実

務例として、「評価能力の構築と維持」、「専門家による助言の効果的活用」、「評価方針

の策定、実施及び普及」、「評価デザイン・方法の事前決定」、「重要な関係者との意義の

ある連携」、「普及計画の戦略的策定」、「参加者に対する倫理的配慮の確保」、「評価のた

めのデータ管理の育成・維持」、「評価のためのデータ二次利用の促進」、「独立性・客観

性保護のための方針・手続の確保」を掲載している42。 

これらの内容を含む覚書（M-20-12）のような文書化された方針は、各機関のスタッ

フにとって有益であり、覚書において OMBからの指示としてのエビデンス整備や評価

の必要性を視覚的に明示することで、各機関が Evidence Act 2018で規定された各要件を

実行しやすくなったと考えられる43。 

Evidence Act 2018に関する覚書は、行政機関である OMBから発行された各府省向け

の指針であるが、その一方で、立法府においても効果検証指針として機能している文書

がある。立法府機関である GAOは、2012年 1月に、評価に関する包括的なガイドライ

ンとして「DESIGNING EVALUATIONS 2012 Revision」を発行した。これは、1991年に

発行された評価ガイドラインを改定したものであり、発行された 2012年時点における、

GPRA等を含めた評価に関する連邦政府の意向や進展を反映し、全 5章で構成されてい

 
42 同上 
43 オンライン及びワシントン DCで実施した調査より 
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る。 

「DESIGNING EVALUATIONS 2012 Revision」の全 5章の内訳としては、「評価設計の

重要性」、「評価スコープの定義」、「評価設計のプロセス」、「プログラム実施・効果測定

のための設計」、「方法論的課題へのアプローチ」となっており、また Appendixとして

「評価基準」が記載されている44。 

第 1章の「評価設計の重要性」では、業績評価を通じて、プログラムがどのように機

能し効果を発揮しているのかを測定することで、プログラムの業績向上や人員配置及び

予算配分を最適化することができるため、評価の目的や目標の明確化をはじめとする評

価設計の重要性について述べられている45。 

第 2章の「評価スコープの定義」では、評価は様々な観点から考える必要があるた

め、評価設計の際には最初に、評価の目的や、どのような項目に答えるのか、答えない

のか、スコープを確定させて、プログラムの内容に適切かつ調査可能な評価項目を設定

する必要があることが述べられている。また、プログラムが開発段階なのか、現場に浸

透している段階なのか等の成熟度を把握することも必要であり、さらに、ロジックモデ

ルの作成等により関係者間の認識を合わせることの重要性にも言及している46。 

第 3章「評価設計のプロセス」では、リサーチクエスチョンやデータ収集に関して、

評価実施のための具体的なプロセスとそのツールに関して述べられている。適切な評価

項目を設定した後、有効な結論に導くためにも、評価における測定や比較の基準を定め

るプロセスが重要となる。また、この段階では、データ収集や分析方法について多種多

様な選択肢を検討しつつ、評価の目的を達成するために、必要に応じて評価項目の修正

が必要な場合もあるとされている47。 

第 4章の「プログラム実施・効果測定のための設計」では、プログラムが計画どおり

に実施されているかを評価する実施評価や、プログラムが期待された効果を達成してい

るかを確かめるアウトカム評価、プログラムの効果が因果関係に基づいているかを確認

するインパクト評価等について述べられており、プログラムの段階やリソース、データ

の制約を考慮した上で、適切な評価設計をすべきとされている48。 

最後の第 5章の「方法論的課題へのアプローチ」では、評価実施の際に生じる様々な

課題（長期的アウトカム測定の必要性、データ不足による一貫性の欠如、複雑な経済・

社会的背景に伴う外的要因の影響排除の難しさ等）について、解決のための多様なアプ

 
44 “DESIGNING EVALUATIONS 2012 Revision”, https://www.gao.gov/products/gao-12-208g  
45 同上 
46 同上 
47 同上 
48 同上 

https://www.gao.gov/products/gao-12-208g
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ローチが述べられている49。 

また、各章とは別に Appendixとなる「評価基準」においては、評価の品質・信頼性・

有用性を確保するための基準について述べられており、GAOが公表する監査基準や

AEA評価者のためのガイドライン等、客観的判断のための基準・指標について述べられ

ている50。 

 

図 ２-5  DESIGNING EVALUATIONS 2012 Revision の構成 

 

このガイダンスに関して、GAOが OMBや連邦政府機関にドラフトを共有した際に

は、肯定的なコメントが寄せられた51。また、2021年 3月には、GAOはプログラム評価

に関する基本的な用語とコンセプトが掲載されたガイドライン「Program Evaluation: Key 

Terms and Concepts」を作成している。このガイドラインでは、プログラム評価の分類

や、エビデンスの種類、評価の品質や意義等についてまとめられており、評価ツールの

解説も含まれている52。 

効果検証の指針は、行政府においては OMBが牽引しており、立法府においても GAO

が率先した取組を実施し、各機関に対して評価の基準や実務例を提供していることが今

回のヒアリングから判明した。また、特に以下の「データ収集・管理」「人材基盤」「外

的要因の切り離し」の三つの観点に対して、多くの組織が課題を感じていることが明ら

かになった。 

 
49 同上 
50 “DESIGNING EVALUATIONS 2012 Revision”, https://www.gao.gov/assets/gao-12-208g.pdf  
51 GAO, オンラインヒアリングより 
52 “Program Evaluation: Key Terms and Concepts”, https://www.gao.gov/products/gao-21-404sp  
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評価設計の重要性Chapter 1

• プログラムを成功に導くために、ロジックモデルを作成し、プログラ
ムの目標や戦略を明確化することの重要性が述べられている

評価スコープの定義Chapter 2

• リサーチクエスチョンやデータ収集に関して、評価実施のための具
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のための評価設計（RCT等）について述べられている
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Chapter 4
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https://www.gao.gov/assets/gao-12-208g.pdf
https://www.gao.gov/products/gao-21-404sp


 

26 

 

1) データ収集・管理 

厳格な評価を実施するためのデータ収集やデータセットの作成、また詳細な分析に必

要な機密データの利用について課題を感じている機関が多い。特に、プライバシー保護

の観点や各機関におけるデータアクセス権限の違いから課題への対処は難航している

が、各機関の強みを生かして、それぞれのアプローチを試みている。例えば、IRSで

は、税務データへのアクセスを改善するために、個人を識別できる情報を必要としない

税務の機密データの利用については、そのデータを安全かつ低コストで共有するための

工夫を実施しており、より制限の強い税務の機密データの利用については、合成ミクロ

データの開発やそのデータの検証計画を進めている53。しかし課題は多く、労働省は、

州政府と連邦政府におけるデータ管理の違いとして、州法が連邦政府の法律よりも比較

的厳しいことと、それに伴い州政府からしかるべきデータを入手することが困難である

点に課題を感じている54。また、税に関する分析や推計結果を議会に提供する JCTで

は、データの形式が、一部では電子ではなく紙媒体となっていることを問題視してお

り、データ形式の違いから、その後の分析やアクセス権を考慮することが困難となって

いる55。 

2) 人材基盤 

各機関は評価人材の採用・育成における多くの課題を抱えており、加えて人材基盤の

整備とそのための予算確保にも苦労しているが、政府全体や各機関で様々な工夫・取組

が実施されている。例えば、労働省は、比較的規模の小さい州政府における評価人材確

保の難しさを強調している。また、教育分野に係る研究を評価している IESでは、現

状、研究評価を実施する職員が少なく、教育分野全ての研究を評価することはできてい

ない。 

3) 外的要因の切り離し 

特に、特定の政策やプログラムを評価する際、外的要因となり得るほかの政策等を切

り離して効果検証を実施することに課題を感じている機関が多い。行政府における

OMBのように、立法府において連邦政府全体を俯瞰する立場にある GAOは、各機関の

広範なプログラムを個別に評価することはしないが、政府全体の機能が分散しているこ

とについて、毎年調査を実施し報告書を発行している。また、パンデミックのように国

家レベルで影響を与える事象が発生した場合は、データの工夫だけで外的要因を考慮す

ることは難しいが、例えばデータ補完の方法として、定性情報を使用するといった工夫

 
53 IRS, 現地ヒアリングより 
54 労働省, オンラインヒアリングより 
55 JCT, オンラインヒアリングより 
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も実施している56。 

 

２－１－３. 効果検証体制、職員育成 

「２－１－１政策立案・政策評価制度」で示したとおり、アメリカにおける効果検証

は行政府と立法府でそれぞれ独立した体制を構築しており、行政府では各府省における

政策やプログラム等の効果検証はその担当府省が責任を持つこととなっている。 

Evidence Act 2018にて、効果検証の責任者として、各府省には主席評価担当官及び評価

担当官が配置され、各評価担当官が OMBエビデンスチームとの情報共有等を通じて、

効果検証を主導している57。OMBは修士号や博士号を持つ分析専門家や行政管理修士等

をもつ職員で構成されており、特に OMBエビデンスチームは、評価に係るガイドライ

ンの作成や技術的支援を実施し、各府省における効果検証体制の構築に貢献している。

また、政府の調達業務全般を所管する GSAという独立した機関内の OESでは、各府省

がエビデンス整備を進めるための支援や、府省との契約による共同研究等を実施してい

る。さらに、行政府における効果検証は、府省ごとに責任を持つということは先述のと

おりだが、例えば教育省では、比較的エビデンス基盤が整っており、効果検証の代名詞

でもあるランダム化比較試験（RCT）が教育分野において発展したことや、Education 

Sciences Reform Act of 2002（以下「ESRA」という。）成立に伴う IESの発足と What 

Works Clearinghouse58（以下「WWC」という。）の発展等の独自の背景が、エビデンス整

備をより推進したと考えられる59。 

一方、立法府では、CBOや GAOが効果検証の基盤を担っており、主に議員からの要

請に基づき、議会での意思決定に必要な分析や評価を実施している。例えば、GAOで

は、高度な分析が可能な人材として、会計学の他に、行政学、統計、経済、政策学等の

学位を持つ職員が在籍している。また、それらの効果検証に係る情報は行政機関とも連

携しており、連邦政府全体で効果検証を進める基盤が存在している60。 

 

 
56 GAO, オンラインヒアリングより 
57 津田広和, 岡崎康平, （2018）, “米国における Evidence-based Policymaking（EBPM）の動向”, 経済産業研究所, 

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/18p016.pdf 
58 IESの職員により管理されている教育情報のデータベース。２－１－５参照 
59 IES, 現地ヒアリングより 
60 金本良嗣, （1990）, “会計検査院によるプログラム評価−アメリカ GAOから何を学ぶか−”, 会計検査院,  

https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/2-2.html 

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/18p016.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/2-2.html
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図 ２-6 アメリカにおける効果検証体制 

 

アメリカの採用制度については、図 ２-7のとおり、ジョブ型雇用が一般的であり、日

本のメンバーシップ型雇用とは大きな違いがあることに留意する必要がある。日本で

は、大学や大学院を卒業した後、学生時代の専攻とは関係のない職種に就くこともあ

り、政府機関や企業では将来的な貢献を期待して、未経験人材に対する専門性やスキル

向上のための仕組みが構築されていることが多い。一方、アメリカでは、政府機関や企

業を中心としたメンバーシップ型雇用ではなく、各々の専門性や経験に応じて就職や再

就職を繰り返すジョブ型雇用が典型であり、専門人材の確保に関しては日本より柔軟な

環境にあると言える。ただし、ジョブ型雇用が主であるアメリカにおいて、連邦政府に

は様々な職種、雇用形態、キャリアパスが存在するものの、効果検証に特化した評価担

当官のポストの空席の大半は、職務内容、必須とされる資格や学歴・経歴が定義された

求人票が公募で示され、候補者が選出されることが多い61。 

 

 
61 USAJOBS, https://dhs.usajobs.gov/job/784885000  

 

https://dhs.usajobs.gov/job/784885000
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図 ２-7 雇用制度の日米比較 

 

ただし、アメリカにおいても職員採用に関する課題は散見され、各機関で様々な工夫

が必要とされている。まず前提として、オバマ政権下で出された大統領覚書（Improving 

the Federal Recruitment and Hiring Process）は、連邦政府における採用及び雇用を改善

し、高度な専門人材を効率的かつ迅速に採用することを目指すものであり、連邦政府が

長年、人材採用の強化・改善に力を入れてきたことが分かる62。エビデンス整備に係る

人材採用の促進については、確かに専門人材の採用が難航している等の課題はあるが、

Evidence Act 2018によって政府全体のエビデンス整備推進の方向性が示されたことで、

各政府機関における人材採用の取組が促進されている。例えば、連邦政府の公務員制度

を所管する OPMが実施している Pathway Programsでは、高校生から大学院生までの

様々な学生を対象とした、学生向けのインターンシッププログラムを提供しており、学

生はこのプログラムを通じて給与を得ながら政府機関で働く経験をすることができる 。

また、Pathway Programsでは、Presidential Management Fellowsという様々な学問分野に

 
62 “Presidential Memorandum -- Improving the Federal Recruitment and Hiring Process”, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/presidential-memorandum-improving-federal-recruitment-and-hiring-process  

 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/presidential-memorandum-improving-federal-recruitment-and-hiring-process
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おける学生を対象とした連邦政府におけるリーダーシップ育成のためのプログラムも提

供している。このプログラムは 2年間に 160時間のトレーニングを実施する中で、組織

間のローテーションアサインメントやシニアレベルのメンターによるサポート、同窓会

ネットワーク等が提供され、公共機関における未来のリーダーを育成することを目指し

ている 。また、評価実施者に必要な社会科学の研究・分析方法、データ収集等の幅広い

スキルを明確に規定することは難しく、実際、評価実施者に必要な学位は経済学に限ら

ず、公衆衛生、行政、社会学、心理学、公共政策等、多岐にわたり、人材採用のプロセ

スにおいてこれらの必要なスキルセットを説明することは困難である。そのため、OPM

では評価人材に必要なスキルと資格を明確に定義する取組を実施し、各府省に対して人

材採用支援を実施している63。また、IRSでは学生を対象とした採用を実施するために、

大学構内での採用活動や就職フェアを通した継続的な専門人材確保の試みを続けている

64。さらに、労働省では、大学の夏季休業期間に、大学院生等を対象に実践経験やキャ

リア構築、ネットワーク構築等の機会を提供するサマーフェローシッププロラグムを実

施し、専門知識に加え、リサーチ技法やビジネスの知見、プロジェクトを管理するスキ

ルや関係者との関係性を構築する能力等の複合的なスキルを併せ持つ人材の発見・確保

に努めている65。 

人材育成については、例えば、OPMが所管する Human Capital Frameworkは、連邦政

府における人的資本の計画・実施・評価に関する指針を示し効果的な人材管理・育成を

目指したものであり、連邦政府における人材育成の改善に向けた取組が進められている

66。エビデンス整備の文脈では専門人材の育成に力を入れており、各機関で様々な取組

が行われている。例えば、各府省におけるエビデンス整備を主導する OMBは、職員育

成に関しても重要な役割を担っており、エビデンスが重要な意思決定に役立てられるよ

うに幹部育成に力を入れている。OMBが主催する Evidence-Based Decision-Making 

Leadership Academyは、連邦政府の上級幹部を中心に、エビデンスに基づく意思決定の

ための学習文化の醸成や知識・スキルの提供を目的として開催された研修である。2024

年夏から秋にかけてオンラインと対面のハイブリッド形式で合計 5回のセッションが実

施され、これにより、府省間のエビデンス整備・文化の促進を図った67。その他にも、

上級幹部の育成やエビデンス文化の促進に係る府省間を跨ぐイベントや取組が数多く実

施されている。 

また、OMBは２－１－１でも示したとおり、「Evaluation.gov」というウェブサイトを

 
63 オンライン及びワシントン DCで実施した調査より 
64 IRS, 現地ヒアリングより 
65 労働省, オンラインヒアリングより 
66 OPM, “Human Capital Framework”, https://www.opm.gov/policy-data-oversight/human-capital-framework/#url=Overview  
67 OMB, “Evaluation.gov”, https://www.evaluation.gov/application-for-summer-fall-2024-leadership-academy/  

https://www.opm.gov/policy-data-oversight/human-capital-framework/#url=Overview
https://www.evaluation.gov/application-for-summer-fall-2024-leadership-academy/
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運営しているが、そこでは評価のためのツールキット（Federal Evaluation Toolkit。以下

「ツールキット」という。）が用意されている。このウェブサイト設営の背景として、

Evidence Act 2018に代表されるように、エビデンス整備の機運は連邦政府全体で高まっ

ており、専門人材に限らず、全ての連邦政府職員は評価結果を理解し業務に活用する能

力が求められている。このような中、評価初心者や評価に関して更に理解を深めたい者

にとって、どのように評価を始めればよいのか、どの資料を信頼すべきか、どの資料が

最も役立つかを知るのは難しい場合がある。本ツールキットは、IES等の連邦政府機関

や外部団体のリソースを使用したツールや、それらのリソースを参考に編集・開発され

たツール等を含み、連邦政府機関の職員がより効果的にエビデンス整備を促進し、評価

を意思決定や業務に活用することの支援を目的としている68。図 ２-8はツールキットの

ウェブサイトだが、「Evaluation101（評価入門）」「Working with Evaluators（評価実施者と

の連携）」「Using Evaluation（評価の使用）」「Promoting Evaluation Use（評価利用の促

進）」「Why Evaluate?（評価の重要性）」という項目ごとに資料が整理されている。

「Evaluation101」では、評価に関するフレームワーク、初心者を対象としたプログラム

評価のガイダンス、評価の種類の解説等が提供されており、プログラム評価とは何か、

なぜ評価が必要なのかを学ぶことができる。「Working with Evaluators」では、評価に関

する専門人材の採用や評価実施者との協力方法、また評価の始め方について学ぶことが

でき、評価実施に必要なリソースを特定する方法やロジックモデルの開発方法等、幅広

いツールを提供している。「Using Evaluation」では、評価の実施だけでなく、評価結果を

業務に活用することを目指し、利用可能なエビデンスを意思決定に役立てるためのガイ

ダンスを提供している。「Promoting Evaluation Use」では、評価結果に基づくエビデンス

整備を推進するため、評価結果の普及方法について学ぶことができるほか、評価結果か

ら得られた示唆を発信するためのリソース等が提供されている。「Why Evaluate?」で

は、評価がなぜ重要なのか、どのような状況で役に立つのかについて理解してもらうこ

とを目的として、評価の重要性及び有用性を示すリソースが提供されている69。 

 

 
68 OMB, “Evaluation.gov”, https://www.evaluation.gov/evaluation-toolkit/  
69 同上 

https://www.evaluation.gov/evaluation-toolkit/
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図 ２-8 The Federal Evaluation Toolkit 

 

労働省では、職員の評価に関する専門性や理解度のギャップを埋めるため、ウェビナ

ー、ヒント集、ツールキット等を通して省内の理解力向上に努めている。また、主席評

価担当官が少人数である状況において、1万人を超える職員の人材育成では、労働省の

データベースである Clearinghouse for Labor Evaluation and Research70（以下「CLEAR」と

いう。）が一定程度の影響力を持つ人材育成ツールとなっている71。また、IRSにおいて

採用直後の職員にシニアレベルの職員を担当者として配置するメンターシップ制度や On 

the Job Training（以下「OJT」という。）の導入による実務スキルの向上を図っており、

連邦政府全体における取組に限らず、各機関においても様々な取組が実施されている

72。 

  

 
70 外部向けに研究結果等が蓄積された労働省のデータベース。２－１－５参照 
71 労働省, オンラインヒアリングより 
72 IRS, 現地ヒアリングより 
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２－１－４. 統計データ整備 

本節では、アメリカにおける税務データを含む公的統計データの整備状況について整

理した。ここでは、一般に公開された公的統計データを「公開データ」、公開されてい

ない公的統計データを「機密データ」という。また、同様の考え方に基づき、税務デー

タについても、それぞれ「税務の公開データ」「税務の機密データ」という。公開デー

タは集計レベルのデータが多いことに対し、機密データは個票レベルのデータが含まれ

ることがあるため、機密データを利用することで、効果検証において詳細な分析を実施

できる可能性を高めることができるが、機密データは特に個人情報を含む場合において

は、プライバシー保護の必要性からアクセスが制限されやすい。 

アメリカにおける公的統計に関する組織体制は、関連統計を作成する機能を各機関に

分散させる「分散型」に分類できるとされる。1995年の Paperwork Reduction Act（以下

「PRA」という。）において OMBに特定の情報収集に対する監督権限が与えられた。

PRAの適用範囲は時代とともに変化しているが、基本的には、連邦政府が政府情報の公

共への有益性を最大化することや政府における意思決定の質の向上・説明責任の強化・

透明性確保に加え、連邦統計システムの整合性・質・有用性の確保等を目的としている

73。現在、OMB OIRAには、連邦政府全体で行われるすべての情報収集を監督する責任

と権限があり、政府機関が統計調査を実施する場合は、OMB OIRAに調査の方法論や目

的を提供し承認される必要がある74。また、２－１－１で述べたとおり、OMB OIRAは

ICSPを所管し、各府省の統計データに関する取組を支援していることに加えて、統計デ

ータに関する規則の検討・策定等を実施している。特に、機密データへのアクセスにつ

いては、法律や OMB OIRAが発行するガイダンスに基づいて規定のトレーニングやセキ

ュリティ手続等を遵守する必要がある75。 

公的統計の機密データへのアクセスについては、Evidence Act 2018に基づき、Standard 

Application Process（以下「SAP」という。）という取組が実施されている。図 ２-9のと

おり、公開データ及び機密データはそのデータの所有統計機関や特性に応じてアクセス

方法が異なる。その中でも、SAPは、アメリカにおける科学・技術分野におけるデータ

収集・分析・普及等を担当する NCSESが所管しており、プライバシーが保護された機

密データ（各統計機関のウェブサイトから入手可能）や、特別集計された機密データ

（各統計機関に対し要依頼）以外の連邦政府の統計機関・部門が所有する非公開（制限

付き）の機密データにアクセスするための申請プロセスを共通化している。全ての機密

 
73 “Paperwork Reduction Act（PRA）Guide”, https://www.opm.gov/about-us/open-government/digital-government-

strategy/fitara/paperwork-reduction-act-guide.pdf  
74 OMB OIRA, オンラインヒアリングより 
75 同上 

https://www.opm.gov/about-us/open-government/digital-government-strategy/fitara/paperwork-reduction-act-guide.pdf
https://www.opm.gov/about-us/open-government/digital-government-strategy/fitara/paperwork-reduction-act-guide.pdf
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データが対応しているわけではないが、従来、統計機関・部門に対して個別に実施する

必要があった申請プロセスが整備された。SAPへの安全なアクセスにより得られる機密

データは、政策立案者や経済学者、研究者が政策の効果検証や経済・社会分析を実施す

ることに不可欠なものである76。OMB OIRAが事務局を務める ICSPの優先事項として

も、データの利用者にとってより良いデータ使用環境を提供することを目指しており、

SAP等のプロセスを通じて、データにアクセスできるよう整備している77。 

 

図 ２-9 各種統計データへのアクセス方法 

 

また、SAPのポータルとなるウェブサイト「ResearchDataGov」では、一元的なデータ

管理を目的とするデータカタログを提供しており、ここで統計機関が保有する機密デー

タを検索することが可能である78。図 ２-10は、SAPポータル及び SAPデータカタログ

の検索画面であり、キーワード検索、機関ごとの検索、その他のフィルタリング機能等

を用いて、データを検索することが可能である。 

 

 
76 NCSES, https://ncses.nsf.gov/initiatives/standard-application-process  
77 OMB OIRA, オンラインヒアリングより 
78 “ResearchDataGov”, https://www.researchdatagov.org/  

 

各種統計データに対するアクセス方法

集計レベルのデータ等を、各統計機関のウェブサイトから入手可能公開データ

個人の識別子情報が保護されたデータを、各統計機関のウェブサイトから入手可能プライバシーが保護された機密データ全
般

機密データ

各統計機関に対する依頼に基づいて特別集計されたデータを、一定の費用・期間を
要した上で取得可能

特別集計された機密データ

SAPポータルから該当データを検索し、SAPにてアクセス権の申請をすることが可能SAP経由で申請が可能なデータ上記以外の

機密データ
SAPポータルからではなく、個別府省に対して申請が必要個別府省へ申請が必要なデータ

IRC（内国歳入法）6103にて開示範囲・条件が規定法的規定がある機密データ税
務

IRSのJoint Statistical Research Program（JSRP）から申請上記以外の機密データ

https://ncses.nsf.gov/initiatives/standard-application-process
https://www.researchdatagov.org/
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図 ２-10 SAPデータカタログの検索画面 

 

実際に申請者が、SAPを利用して機密データの利用を申請する際には、四つに分かれ

た申請プロセスに従うこととなる。ただし補足事項として、申請者の申請資格は、申請

先の統計機関により異なり、研究施設や教育機関に務めている研究者でなければならな

いといった要件が示されることもある。 

申請プロセスの一つ目は「Search for data（データ検索）」で、SAPポータルのデータ

カタログからデータの詳細を確認し、研究目的のためには機密データが必要か再度確認

する。さらに、機密データへアクセスするための機関ごとの要件と複数のデータセット

を組み合わせる想定であれば実際にそれらが可能かを確認する。二つ目は「申請準備」

で、プロジェクトの代表者及び研究チームのメンバー全員の連絡先情報を用意する。ま

た、アプリケーションフォームに要求された質問項目への回答を作成し、申請先機関に

よっては、補足資料の準備が必要となる場合がある。三つ目は「データ申請」で、申請

に必要な情報（機関名や資金源等の研究概要、データの年・地域や当該データを用いて

作業を行う場所等の申請データに関する詳細、方法論や参考文献等の研究手法に関する
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情報等）をフォームに記入し、データアクセスを申請する。最後が「申請審査」で、申

請後はポータル又はメールで申請状況を確認できる。ポータルでは、「審査中」、「承認

済み」、「要修正」、「非承認」のいずれかのステータスが表示され、審査が進み承認され

た場合は追加指示を受けるため、必要書類の提出や詳細確認を進めることになる79。

SAPは、共通の申請ポータルとして手続を共通化することで、申請プロセスの透明性を

高めている一方で、税務の機密データについては、IRSが提供しているプログラムを経

なければアクセスすることはできない80。また、実際の各公的統計データの申請は、後

述するセンサス局のように個別の手続・条件等が必要となる場合も多い。 

 

図 ２-11 SAPの申請プロセス 

 

アメリカの統計機構は各府省において統計調査が実施・管理されている分散型である

ことは上述のとおりだが、具体的には商務省にはセンサス局、労働省には Bureau of 

Labor Statistics等、統計部局が設置されている。 

例えば、10年ごとの国勢調査や 5年ごとの経済センサス、人口・生活状況調査の

American Community Survey（以下「ACS」という。）や人口統計調査、中小企業関連の

調査や人口推計・予測等、複数の調査やプログラムを実施するセンサス局では、人口動

態データ、経済・ビジネスデータ（地方経済関連、中小企業データ等）をはじめとする

様々な統計データが蓄積されている81。制限がなく一般に公開されている公表データに

ついては、センサス局のウェブサイトから無料でダウンロードできるが、機密データを

取得するには、Administrative Data Acquisition, Access, and Use Policy（DS001a）に基づ

く、センサス局の Privacy-Protected Microdata File（以下「PPMF」という。）で提供して

いる個人情報が保護されたデータの取得や、特別なプログラムを通した申請又は

 
79 “The Standard Application Process”, https://ncses.nsf.gov/initiatives/standard-application-process  
80 IRS, 現地ヒアリングより 
81 センサス局, https://www.census.gov/about/what/census-at-a-glance.html  

 

https://ncses.nsf.gov/initiatives/standard-application-process
https://www.census.gov/about/what/census-at-a-glance.html
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FSRDC82からの特別宣誓資格（Special Sworn Status）の取得等の方法がある83848586。 

まず、国勢調査の機密データは、個人情報が加工された PPMFを通じて取得すること

が可能である。このデータは、統計的ノイズとしてデータにランダムかつ加算又は減算

による意図的な誤差を加えることで、公開された統計データからは特定の個人・世帯等

の情報を正確に推測することができない仕様となっている87。 

また、センサス局は、「the Decennial Census Special Tabulations program（以下「国勢調

査特別集計プログラム」という。）」を提供しており、必要なデータが国勢調査の公表デ

ータに含まれていない場合、このプログラムを通じて、特別集計として取得できる可能

性がある。ただし、特別集計の作成には、最低でも 4,000ドルの費用が必要であり、期

間も数週間から数か月程度を要する。このプログラムの申請はメールで行われ、必要な

情報例として、連絡先情報（氏名、電話番号、住所等）、リクエスト概要（地理的範

囲、人口統計特性等）、申請目的（使用目的、公開予定有無等）、希望出力ファイル形

式、希望納品日等を記入する必要がある88。 

さらに、FSRDCは ICSPの主要なパートナーシッププログラムの一つであり、現在全

国 34箇所にデータ運用のためのセンターを設置し、認可された研究者に対してアクセス

制限付きの機密データを提供している。データ使用のために提出が必要な調査プロジェ

クトの提案書では、センサス局のプログラムに貢献する潜在性、プロジェクトの利点、

プロジェクトの実現可能性の証明、非公開データの明確な必要性、公開のリスクが最小

であることを示す必要がある。また、データ使用に必要な特別宣誓資格を取得するに

は、米国籍の保有又は過去 5年間のうち 3年は米国に在住していることに加えて、現在

米国在住であり米国の機関に所属している必要がある。また、指紋の提供、宣誓書の作

成、身辺調査による追加情報の提供が必要である89。 

他方、センサス局が毎年実施する ACSの機密データは、個人情報が保護された機密デ

ータの Public Use Microdata Sample（PUMS）ファイルを通じて利用可能であり、センサ

ス局のウェブサイトからアクセスすることができる90。また、統計データ需要の増加に

 
82 Federal Statistical Research Data Centers (FSRDC)。全米に 34か所存在し、機密性の高い国勢調査、世帯や企業の調査か
らのデータ、行政データ等へのアクセスを許可された者がオンサイトの環境で同データを使用できる施設。
https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html  
83 DS001a - Administrative Data Acquisition, Access, and Use Policy, https://www2.census.gov/foia/ds_policies/ds001.pdf  
84 FSRDC, https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html  
85 PPMFs, https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-

avoidance/2020-das-updates/2020-09-17.html  
86 国勢調査特別集計プログラム, https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/data/special-tabulation.html  
87 PPMFs, https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-

avoidance/2020-das-updates/2020-09-17.html   
88 国勢調査特別集計プログラム, https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/data/special-tabulation.html  
89 FSRDC, https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html   
90 センサス局, 書面回答より 

https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html
https://www2.census.gov/foia/ds_policies/ds001.pdf
https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-avoidance/2020-das-updates/2020-09-17.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-avoidance/2020-das-updates/2020-09-17.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/data/special-tabulation.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-avoidance/2020-das-updates/2020-09-17.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-avoidance/2020-das-updates/2020-09-17.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/data/special-tabulation.html
https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html
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伴い、データ管理・アクセスをより円滑にする Data-Centric Business Ecosystemの計画を

進めている91。 

アメリカにおける税務データは「連邦」、「州」及び「地方自治体」で構成されてお

り、アクセスが制限されている機密データある一方、一部のデータは集計レベルで公表

されている。基本的にデータを所管している連邦政府機関、各州及び地方自治体の税務

当局によって公表されており、連邦税を所管している IRSのウェブサイト上では、図 

２-12のとおり、連邦税のデータを複数検索することでき、公開されている法人税や所

得税等の税務の公開データを無料で取得することができる92。 

 

 
91 Data-Centric Business Ecosystem, https://www.census.gov/about/what/transformation/maximizing-operational-efficiency/data-

centric-business-ecosystem.html  
92 IRS, https://www.irs.gov/statistics  

https://www.census.gov/about/what/transformation/maximizing-operational-efficiency/data-centric-business-ecosystem.html
https://www.census.gov/about/what/transformation/maximizing-operational-efficiency/data-centric-business-ecosystem.html
https://www.irs.gov/statistics
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図 ２-12 IRS ウェブサイト上の税務データ検索画面 

 

例えば「Business tax statistics（事業税務統計）」セクションの「Corporation（法人税務

統計）」内には、「Integrated business data（統合事業データ）」が存在し、企業に関する

様々な税務の公開データを確認することができる。図 ２-13は、2015税年度（2015年 1

月～12月）における事業形態及び業種別の申告件数、事業収入、純利益又は赤字のデー

タである。建設業や製造業、金融・保険業等の業種ごとに Excel形式でまとめられた税
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務の公開データを、無料でダウンロードすることができる。 

 

図 ２-13 2015 税年度の事業形態及び業種別の事業税務データ の一部 

 

税務の機密データについては、連邦職員によるアクセスが厳格に規定されており、基

本的に法律によってその範囲が定められている。例えば、JCTと財務省 OTAでは、最も

広範かつ自由に税務の機密データを利用できる。立法府の独立した機関で税制を所管す

る JCTは、データをダウンロードして独自のシステムで使用している。財務省の分析機

関である財務省 OTAは IRSのデータウェアハウス内で租特の分析を行っており、このデ

ータウェアハウスは約 30年分のデータを含み、IRS全体で約 5,000人のユーザーが様々

な目的のために使用している93。また、立法府の独立した機関である GAOについては、

議会の税制委員会から依頼された場合にのみ、税務の機密データへのアクセスが許可さ

れることがある。GAOはデータウェアハウスのアカウントを所持しており、そこで評価

に取り組むことになるが、多くの GAOの評価は税務の機密データへのアクセスを含ま

ず、税務の公開データを用いて実施される94。 

このように、税務の機密データは厳重なプライバシー保護が必要な観点から、特にア

クセスが制限されており評価のためのデータ収集が難航する傾向にあるが、IRSを中心

に様々な改善のための取組や工夫が実施されている。例えば、データの利用については

段階があり、氏名や住所、納税者番号等の個人を識別できる情報を必要としない税務の

機密データの場合は、標準化されたプロセスとして、データベースから必要な情報を検

 
93 IRS, 現地ヒアリングより 
94 同上 
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索・取得・操作することができるクエリシステムを試験運用することで、プライバシー

保護を実現しながら低コストで統計データを生成できる取組を実施している。また、個

人を識別できる情報を必要とする税務の機密データの場合、租特の効果検証や分析のた

めに合成ミクロデータを開発し、その合成ミクロデータの分析結果を実データで検証す

るシステムも計画している。合成ミクロデータは、個人情報を識別できないように、統

計的手法により実データをもとに人工的にデータを再編成したデータであるため、プラ

イバシー保護に有効である。さらに、検証サーバーの取組については、プライバシー保

護を実現しながら、この検証サーバーによる合成データと実データとの比較検証を自動

化し、これまで課題とされていた IRS職員の作業負担を軽減するための取組も進めてい

る95。 

税務の機密データのアクセス範囲については、合衆国法典（United States Code）26章

の内国歳入法（Internal Revenue Code。以下「IRC」という。）6103節の Confidentiality 

and disclosure of returns and return informationに定められており、主に納税者の申告と申告

情報に関する機密性と開示に係るルールが規定されている。この法の中で、特定の政府

機関は、特定の目的のために税務の機密データにアクセスできる旨が記載されており、

統計や研究を目的とする場合に税務の機密データに一定程度アクセスすることが可能で

あることが分かる96。 

IRC 6103は（a）から（q）までの複数の項目に分割されており、例えば行政府機関へ

の開示については、図 ２-14のとおり、IRC 6103（j）において「統計的利用」に関する

開示が定められており、財務省、商務省等を対象に税務の機密データの開示に関する規

定が定められている。一方で、労働省、農務省等については、IRC 6103（l）において

「税務に係る業務以外の目的」としての開示が定められており、根拠となる別の法や税

務の機密データの使用用途に関する文言が記載されている。立法機関についても、IRC 

6103（f）の「議会への開示」において、JCTへの情報提供に関する記載があり、CBOに

ついては財務省や商務省と同様に IRC 6103（j）の「統計的利用」において、特定の条件

下における税務の機密データの開示が定められている97。 

 

 
95 同上 
96 “United States Code 26 Internal Revenue Code Section 6103 - Confidentiality and disclosure of returns and return information”, 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:26%20section:6103  
97 同上 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:26%20section:6103
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図 ２-14 IRC 6103 における税務の機密データ開示に関する規定例 

 

一方で、IRC 6103上では税務の機密データの開示に関する定めがない政府機関もある

が、IRC 6108節 Statistical publications and studiesにおいて集計レベルでの税務データ開示

が要求されている。IRC 6108は、（a）所得統計の公表又はその他の開示、（b）特別な統

計研究、（c）匿名形式、（d）国税庁納税者擁護官のための統計支援という項目で構成さ

れており、税務の公開データに関する統計の公表義務や統計研究のための情報の編成・

提供等について記載されている。そのため、税務の機密データへのアクセス権がなかっ

たとしても、IRC 6108に基づき、税務の公開データを確認することが可能である98。 

このように法的な規定が定められている税務データであるが、IRSではこれらの税務

データへのアクセスをより増やし、税務に係る行政業務の改善のための評価及び研究を

促進する取組も実施している。特に、Evidence Act 2018のタイトルⅢで、統計データの

利用可能性を高めることが定められた背景もあり、エビデンス整備及び厳格なインパク

ト評価のための税務を含む機密データへのアクセスがより重要視されている。IRSで

は、Joint Statistical Research Program（以下「JSRP」という。）というプログラムを提供す

ることで、税務の機密データへのアクセスの増加と、それに伴う研究によって連邦政府

における税務管理能力の向上を目指している99。 

JSRPとは、認定を受けた連邦政府外部の研究者が重要な税務に係る行政業務に関する

研究を行うためのプログラムである。研究者に対して税務の機密データを提供し、IRS

との共同研究を行うことで、税務に係る業務全般にとって重要となる納税者の行動を理

解することや分析等による租特の理解促進を目指している。さらに、JSRPでの共同研究

を通して、データ分析や統計手法を税務に係る業務の改善・支援等を担当する IRS 

RAASの職員が、JSRPの一環で国家レベルの経済リサーチに共同参画することにより、

 
98 “United States Code 26 Internal Revenue Code Section 6108 - Statistical publications and studies”, 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:26%20section:6108%20edition:prelim)  
99 IRS, 現地ヒアリングより 

 

条件・概要税務の機密データ提供対象根拠法組織例

財務長官又は事務所長が署名した書面による請求に基づき、経済的又は財
政的予測、分析及び統計研究・関連活動の実施を目的とする

財務省職員
IRC 6103(j):
統計的利用

財務省

商務長官の書面にる請求に基づき、国勢調査、国民経済計算及び法律で定
められた統計活動の実地を目的とする

センサス局職員・経済分析
局職員

IRC 6103(j):
統計的利用

商務省

1974年のEmployee Retirement Income Security Act（ERISA）タイトルI及び
タイトルIV編の施行に必要な範囲に限る

労働省及び年金給付保証
公社の適切な役員及び職員

IRC 6103(l):
税務管理以外の目的

労働省

農務長官の書面による要請に基づき、1997年のCensus of Agriculture Actに
基づく農業センサスの構成・実施・準備を目的とする

農務省職員
IRC 6103(l):
税務管理以外の目的

農務省

JCT委員長又は事務局長の書面による要請に応じて情報が提供されるが、特
定の納税者を識別できる情報は納税者の書面による同意が必要となる

JCT委員長又は事務局長
IRC 6103(f):
議会への開示

JCT

CBO局長の書面による要請に基づき、社会保障及びメディケアプログラムの長期
モデルのための使用を目的とする

CBO役員及び職員
IRC 6103(j):
統計的利用

CBO

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:26%20section:6108%20edition:prelim)
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JSRPの副次的効果として IRS RAAS内の人材採用・育成を強化する機会を得ることも期

待されている。JSRPは IRS RAASにより所管されており、IRSは研究者を支援するため

のリサーチツールの特定、IRSの研究主任のための年次トレーニングの実施、プロジェ

クト変更の監査及び承認、プロジェクトの進捗管理、結果公表前の監査・管理等を実施

している100。 

JSRPに採用されるためには、厳格な応募・審査プロセスを経なければならず、12か

月以内に各研究者から提出された研究の提案書を内部審査によって評価・選定すること

となっている。選定プロセスは主に三つに分かれており、最初のラウンドでは、提案書

における研究のリサーチクエスチョンが明確であるか、研究者が適切な条件を満たして

いるか等が確認される。次のラウンドでは、提案書の詳細な分析が実施され、主に「税

務に係る行政業務への貢献」、「研究の実現可能性」、「IRSにおけるリソースの利用可能

性」を基準に評価される。最終ラウンドでは、最終候補を選定するための選定会議が開

催される。また、選定された研究プロジェクトは IRS SOIのウェブサイト上で確認する

ことができる101。採用された研究者は、IRSのオンボーディングプロセスに従い、必要

に応じて政府機関間での一時的な職員派遣を可能にする Intergovernmental Personnel Act 

Mobility Programの制度下で合意を結ぶこととなる。その後、資格を得た研究者は身辺調

査とトレーニングを経て、IRSの施設や機器へのアクセスが許可される。また、各研究

プロジェクトは 5年以内で完了することとなっており、データ抽出には研究結果の公表

を見越した審査が必要となる。さらに、プロジェクト終了時には、情報セキュリティの

観点から、IRSの施設・端末等を含めデータへのアクセス権がなくなる102。 

JSRPにおける研究の関心テーマは様々だが、現状は実践的な税務に係る業務のテーマ

に焦点が当てられている。また、IRSは研究者とのコミュニケーションも積極的に行っ

ており、研究者が税務データを使用して研究するための様々なニーズを把握し、それに

沿ったデータを設計することが今後重要だとしている103。 

 

２－１－５. 効果検証結果データベース整備 

アメリカにおいては、2000年代初頭から中頃にかけて、教育省、保健福祉省、労働省

等を中心に連邦国内における先行研究のエビデンスを整理した効果検証結果データベー

 
100 IRS, “SOI Tax Stats - Joint statistical research program”, https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-joint-statistical-research-

program  
101 同上 
102 IRS, 現地ヒアリングより 
103 IRS, 現地ヒアリングより 

https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-joint-statistical-research-program
https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-joint-statistical-research-program
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スの整備が進んだ104105。その中でも本節では、教育省と労働省において、過去に実施さ

れた効果検証の知見がどのように蓄積・共有されているのか、効果検証結果データベー

スの整備状況を調査するとともに、その蓄積と共有の事例について整理した。 

（１） IES 

教育省においては 2002年に Office of Educational Research and Innovationによって効果

検証結果データベース「What Works Clearinghouse（WWC）」の整備が始まり、その後、

Education Sciences Reform Act 2002により教育省が設置した独立の評価・研究機関である

IESのもとに、WWCの所管が移行した。 

WWCは主に以下の三つの目的と活動を中心として運営されている。 

 １）WWCは教育に何が有効であるかを示す科学的エビデンスの中心的かつ信頼で

きる情報源となることが使命 

２）教育分野の政策・プログラムに関する効果検証を行った研究をレビュー、質を

評価し、WWCが設けた基準を満たす研究を特定、その研究によって示されたエ

ビデンスを要約し、WWCに掲載することで普及させることが目標 

３）教育実践者、研究者、政策立案者、一般市民等のエビデンスに基づく意思決定

を促すことが目標106 

 

WWCのウェブサイト上では、図 ２-15のとおり、「Practice Guides（実践ガイド）」、

「Intervention Reports（教育方法に関するレポート）」、「Reviews of Individual Studies（研

究レポート）」の WWCによるサマリーとレビューがタイプ別に整理されているほか、

「Data From Study Reviews（レビューに係るデータ）」ではデータ抽出ツールが提供され

ている。 

 

 
104 労働省, オンラインヒアリングより 
105 IES, 現地ヒアリングより 
106 IES, “What Works Clearinghouse Procedures and Standards Handbook, Version 5.0”, 

https://ies.ed.gov/ncee/WWC/Docs/referenceresources/Final_WWC-HandbookVer5_0-0-508.pdf  

https://ies.ed.gov/ncee/WWC/Docs/referenceresources/Final_WWC-HandbookVer5_0-0-508.pdf
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図 ２-15 What Works Clearinghouse（WWC）トップページ107 

  

図 ２-16は WWCによる研究レポートのサマリーとレビューが閲覧できるアーカイブ

であり、効果検証の先行研究を出版年、トピック、学校種別等で検索できる仕様となっ

ている。そのほか、レポートの原本へのリンクも掲載している。これらは、教育関係者

や意思決定者が速く、簡単に必要なエビデンスにたどり着くことができるように設計さ

れている108。 

またWWCはレビューの際に、Evidence Tiers と呼ばれるエビデンスの質（手法の厳密

さ等を踏まえた分析結果の信頼性）による階級分けを行っており、エビデンスの質が高

い順に「Tier 1：Strong」「Tier 2：Moderate」「Tier 3：Promising」「No Tier Assigned」と格

付けを行っている。WWCのウェブサイトでは WWCのレビュー結果の透明性を確保し

再現性を担保するために、「Data From Study Reviews」ページにおいて研究レポートのレ

ビューの際に得られたデータが公開されており、ダウンロードできるようになってい

る。 

 

 
107 https://ies.ed.gov/ncee/wwc/  
108 同上 

 

 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
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図 ２-16  What Works Clearinghouse（WWC）研究レポートページ109 

 

IESではWWCの運営にスタッフ 6名（うち、フルタイム 3名）、契約社員 10名が携

わっており、研究のレビューや執筆を行っている。また IES外部においても 219名の認

定評価者が存在する。WWCの年間予算は約 1,200万ドルで、これはスタッフの給与以外

の契約費用に充てられている110。 

WWCでは設立以来、2024年までに約 18,300件の研究のレビューが行われているが、

教育分野における全ての研究を把握・レビューしているわけではなく、優先順位を設定

して順次レビューを進めている111。 

IESは WWCの手順と基準の手引である「What Works Clearinghouse Procedures and 

Standards Handbook」を策定・公表しており、WWCにおけるレビューの手順と評価基準

を詳細に示している。「What Works Clearinghouse Procedures and Standards Handbook」は

 
109 https://ies.ed.gov/ncee/wwc/  
110 IES, 現地ヒアリングより 
111 同上 

 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
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2024年時点において第 7版（Version 5.0。2022年 12月改訂）まで改訂されている112。 

WWCの活用を促進するため、IESではウェブサイト等を通じて WWCの情報を発信

し、WWCの使い方を学ぶ機会を提供している。また、IESの主要プログラムでもある

「Regional Educational Laboratories Program」においては、州教育機関等への技術支援の

提供や、州レベルの会議への積極的な参加を通じて、教育研究の普及に努めている113。

また、IESでは修士・博士課程の学生を対象とした奨学金を提供しており、その奨学金

のプログラムの一部として主任教授が WWC基準について学生へ指導を行うこともあ

る。また、研究者や地方自治体が効果検証に取り組む際に教育省の補助金を利用したい

場合、その補助金を申請する際の要件の一つとして WWCの基準を満たす効果検証を盛

り込むことを設定している114115。 

一方で、IESは国の意思決定者や教育実践者には、まだ WWCが十分に知られていな

いとも認識している。WWCの評価基準は一部の関係者において浸透し、実質的にガイ

ドとしても機能している状況と考えられる116。 

WWCを活用することによる効用として、設定したエビデンスの質の水準を示すため

の評価方法が多くの州や研究者に利用され、評価の質の担保に貢献している点が挙げら

れる。また同時に IESでは WWCの目的は、高品質な研究結果を提供し、学生をより良

く教育するための情報を提供することであるため、インパクトがない結果であっても何

が機能しないのかを知ることが重要と考えている117。 

（２） 労働省 

労働省においては、CLEARという効果検証結果データベースが 2000年代より整備さ

れており、労働分野の政策やプログラムに関連するエビデンスを審査、格付けして一元

的に公表している。 

図 ２-17は CLEARのウェブサイトであり、ここでは調査方法の種類としてインパク

ト評価、記述統計的研究及び実装研究の三つに分類した上で、要約とレビューが集約・

整理されており、効果検証の先行研究に関する情報を閲覧できる。 

 

 
112 IES, “What Works Clearinghouse Procedures and Standards Handbook, Version 5.0”,  
https://ies.ed.gov/ncee/WWC/Docs/referenceresources/Final_WWC-HandbookVer5_0-0-508.pdf  
113 IES, 現地ヒアリングより 
114 教育省 OPEPD, オンラインヒアリングより 
115 IES, 現地ヒアリングより 
116 同上 
117 同上 

https://ies.ed.gov/ncee/WWC/Docs/referenceresources/Final_WWC-HandbookVer5_0-0-508.pdf
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図 ２-17 Clearinghouse for Labor Evaluation and Research （CLEAR）ホームページ
118 

 

図 ２-18は CLEARの検索エンジンとその結果であり、検索エンジンにおいてはキー

ワード、出版年で検索することができ、「OUTCOMES（検証結果）」「TARGET 

POPULATION（対象人口）」「FIRM CHARACTERISTICS（企業属性）」「GEOGRAPHIC 

SETTINGS（地理背景）」「STUDY TYPE（調査方法の種類）」 「EVIDENCE RATING（エ

ビデンスの格付け」で絞り込んで検索をすることが可能となっている。 

検索結果では、文献のタイトルとリンク、著者名以外にトピック分野、調査方法の種

類（インパクト評価、記述統計的研究及び実装研究119）、エビデンスの格付け、検証し

たアウトカムの結果が表示される。インパクト評価のエビデンスの格付けは High、

Moderate又は Lowの 3段階で分けられ、アウトカムにおける結果はプラス（＋）、マイ

ナス（－）、又は Mixed等で分かりやすく表示されている。 

 

 
118 https://clear.dol.gov/  
119 エビデンスに基づく介入を日常の活動に組み込む方法を開発・検証する研究領域 

 

https://clear.dol.gov/
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図 ２-18  Clearinghouse for Labor Evaluation and Research （CLEAR） 

検索エンジンと結果120 

 

これらのインパクト評価におけるエビデンスの格付けは CLEARが発行しているガイ

ドライン「CLEAR CAUSAL EVIDENCE GUIDELINES」を基準に判断されている。この

ガイドラインでは、図 ２-19のとおり、調査手法の種類とそれらの CLEARにおける分

類（ランダム化比較試験（RCT）、差の差分析、回帰不連続デザイン等）、調査手法ごと

のエビデンスの格付け（High、Moderate、Low）が公開されている。また、ガイドライ

ンでは手法の分類ごとの詳細な説明も記述されている。 

 

 
120 https://clear.dol.gov/  

  

https://clear.dol.gov/
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図 ２-19  CLEAR CAUSAL EVIDENCE GUIDELINES の手法と評価基準121 

 

また、CLEARでは記述統計的研究と実装研究に関するガイドラインも同時に発行して

いる。記述統計的研究は CLEARにおいて格付けの対象とはなっていないものの、研究

が課題に対して適切かつ十分に対処しているかを Yes、No、Mixedで示しており、記述

統計的研究のガイドライン「GUIDELINES FOR REVIEWING QUANTITATIVE 

DESCRIPTIVE STUDIES」122ではその判断に適用される条件や基準が示されている。実

装研究においても CLEARでは格付けの対象ではないが、分析の質がレビューされてお

り、実装研究のガイドライン「GUIDELINES FOR REVIEWING IMPLEMENTATION 

STUDIES」123ではその判断に適用される条件や基準が示されている。 

CLEARの一つの大きな特徴は、他の効果検証結果データベースと異なり、プロトコル

に従うことによって、インパクト評価に限らず記述統計的研究や実装研究のエビデンス

の評価を実施することもできる点がある124。 

また、労働省において階層付き補助金のような独自のエビデンス整備が求められるプ

 
121 労働省, “CLEAR CAUSAL EVIDENCE GUIDELINES”, 

https://clear.dol.gov/sites/default/files/CLEAR%20Causal%20Evidence%20Guidelines_v.2.2_1.pdf  
122 労働省, “GUIDELINES FOR REVIEWING QUANTITATIVE DESCRIPTIVE STUDIES”, 

https://clear.dol.gov/sites/default/files/CLEAROperationalDescriptiveStudyGuidelines_0.pdf 
123 労働省,  “GUIDELINES FOR REVIEWING IMPLEMENTATION STUDIES”, 

https://clear.dol.gov/sites/default/files/CLEAR_Operational%20Implementation%20Study%20Guidelines.pdf  
124 労働省, オンラインヒアリングより 

 

https://clear.dol.gov/sites/default/files/CLEAR%20Causal%20Evidence%20Guidelines_v.2.2_1.pdf
https://clear.dol.gov/sites/default/files/CLEAROperationalDescriptiveStudyGuidelines_0.pdf
https://clear.dol.gov/sites/default/files/CLEAR_Operational%20Implementation%20Study%20Guidelines.pdf
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ログラムに対して、研究が目指すべき基準を明確にするために、その助成金の公表や契

約の中に CLEARのガイドラインの内容を組み込んでおり、実質的なガイドとしても機

能している点も特徴に挙げられる125。 

 

  

 
125 同上 
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２－２. 税制 

 

２－２－１. 租税特別措置等の基礎情報 

本節では、アメリカの統治機構等、税制改正及び租税特別措置等の概要について整理

した。 

（１） 統治機構等 

１）日本 

日本では、議院内閣制を採用しており、行政府の長である内閣総理大臣は国会議員の

中から国会の議決で指名される。内閣は首長である内閣総理大臣及び国務大臣で組織す

る合議制の行政機関であり、国会の信任のもとで成立し、国会に対して連帯して責任を

負う。 

また、国会は二院制を採用しており、衆議院と参議院で構成される。日本国憲法第五

十九条第二項では、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、

衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と衆議

院の優越が明記されている。 

国の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終了する126。 

２）アメリカ 

一方、連邦政府は大統領制を採用しており、大統領は各州で選ばれる大統領選挙人に

よる間接選挙によって選出されるため、連邦議会に対して責任を負わない127。そのた

め、行政府と立法府が完全に独立している。 

アメリカの連邦議会は二院制を採用しており、上院と下院で構成される。アメリカ合

衆国憲法第一条第七節第一項では、「歳入の賦課に関するすべての法案は、先に下院に

発議しなければならない。」とされており、下院に歳入法案の先議権を認めつつも、日

本のような下院による再可決制度は存在せず、法案を成立させるためには上下両院の議

決を一致させる必要がある。 

連邦政府の会計年度は、毎年 10月 1日に始まり、翌年 9月 30日に終了する128。 

 
126 財政法第十一条 
127 国立国会図書館, “主要国の政治行政機構－議院内閣制に関する参考資料（１）－”, 衆議院,  

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/1560710takami1.pdf/$File/1560710takami1.pdf 
128 1974年予算法第五章第五百一条 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/1560710takami1.pdf/$File/1560710takami1.pdf
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（２） 税制改正の概要 

アメリカ合衆国憲法第一条第八節第一項では、「議会が租税を賦課徴収する権限を有

する」としている。したがって、税制改正を審議し、法案を作成する権限も連邦議会の

立法権に属する。立法府と行政府は独立した関係にあるため、大統領には法案提出権が

なく、議員にのみ法案提出権が認められている。そのため、大統領を含む行政府は税制

改正法案を自ら発議することができず、税制改正においては民間部門と同様に一要望者

としての立場を有するに過ぎない129。要望を出しても実際に発議されるかどうかは議員

の裁量による130。 

税制改正の全体の流れとしては、まず、税制改正に係る要望が、行政府を含めた各所

から議員に寄せられる。議員は上下両院のそれぞれに設置された立法補佐機関である立

法顧問室等の支援のもとで税制改正法案を起草し、これを発議する。委員会による審

査・本会議による審議を経て、上下両院で同一の法案が議決されると、大統領に法案が

送付される。大統領が法案に署名することで、法令として成立する。なお、日本とは異

なり、各段階のスケジュールは定型化されておらず、連邦議会が都度検討することにな

る。 

（３） 租税特別措置等の概要 

アメリカでは、租税特別措置等は内国歳入法において規定される。租特の適用実態は

財務省 OTAが推計している131。財務省 OTAによる租特の推計は、OMBが作成する「分

析的展望（Analytical Perspectives：政府予算案の主題分野に焦点をあてた分析）」におい

て公表132され、2025年度版では、2023年度の連邦法人税関係の租特として 85件の租特

が報告され、これらの適用額は合計で約 1,410億ドル（約 22兆円133）に達している134。 

アメリカの租特には、恒久措置と時限措置の両方が存在する。時限措置については、

具体的な租特の適用期間の上限を定めた法令は存在せず、我が国で見られるような慣習

的な上限も存在しない135。しかしながら、租特が予算決議136において財政調整措置

 
129 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
130 JCT, オンラインヒアリングより 
131 森信茂樹, （2017）“米国における租税歳出の定義を巡る議論とわが国税制へのインプリケーション”, 会計検査院, 

https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j55d02.pdf  
132 この推計は公開目的で作成されるものであり、連邦議会における審査・審議のために使用されるものでない。 
133 円貨換算には、 1ドル=154円を使用した。日本銀行, “基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（令和 7（2025）年 2

月中において適用）”, https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju2502.htm 
134 OMB, “Analytical Perspective”, https://www.govinfo.gov/content/pkg/BUDGET-2025-PER/pdf/BUDGET-2025-PER.pdf 
135 OMB及び JCT, 現地ヒアリングより 
136 予算の全体像を示す決議で、上下両院は 4月 15日までに予算決議を可決しなければならない。 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j55d02.pdf
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju2502.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BUDGET-2025-PER/pdf/BUDGET-2025-PER.pdf
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（Reconciliation）137の対象とされた場合は、「バード・ルール138」により、適用期限は通

常 10年以内で設定される139。 

 

図 ２-20 租税特別措置等の基礎情報に係る日米比較 

 

２－２－２. 税制改正の流れ 

本節ではアメリカの税制改正の流れを俯瞰した上で、日本の税制改正との違いについ

て整理した。 

（１） 税制改正の流れ 

アメリカの税制改正は、予算策定プロセスの一部140である歳入法案の改正により進行

する。歳入法案の改正の流れは、大きく１）要望、２）審査、３）審議、４）署名の 4

段階に分かれている。なお、アメリカでは「２－２－１租税特別措置等の基礎情報」で

 
137 予算決議上の特例措置。予算決議において各所管委員会に財政調整措置を指示することで、上院におけるフィリバ
スター（審議遅延のための戦術の一つ）を回避することができる。 
138 1974年予算法に規定された財政調整措置に対する一連の制約をいう。バード・ルールによると、予算決議の対象期

間を超えて財政赤字を増大させる法案は違反となり、上院本会議において過半数による可決ができなくなる。予算決議
の対象期間は通常 10年間で設定されるため、財政調整措置の対象となる措置も適用期限が 10年と設定されることが多
い。 
139 日向寺裕芽子,塩田真弓, （2018）, “「トランプ税制改革」について”, 財務省, 

https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/denshi/201802/html5.html 
140 ただし、単独の政党が上院において 60議席以上を占めている場合は、後述の財政調整措置を適用する必要がないた

め、予算策定プロセスから独立して歳入法案の改正が進行することもある。 

 

https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/denshi/201802/html5.html
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示したとおり議員のみが立法権限を有しており、行政府に法案提出権が存在しないた

め、税制改正においても、連邦議会が自ら法案を作成し、審議することになる。 

連邦予算は会計年度が開始する 10月までに成立させる必要がある141が、先述のとおり

歳入法案の改正に係るスケジュールは定型化されていない。連邦議会の予算決議におい

て歳入の増減が図られている場合は歳入法案の改正が必要になるが、そのスケジュール

は連邦議会が都度検討するのが通例である。ただし、迅速な手続を進めるために財政調

整措置の対象としたものは、例外的に予算と同様のスケジュールで改正が進められるこ

とになる142。 

１）要望 

この段階においては、行政府や民間企業・団体等から議員に対して税制改正に係る要

望が寄せられる。 

行政府においては、4月頃から OMB主導のもと、翌年度の税制改正要望に向けたプロ

セスが開始する。まず、各府省は税制改正要望を財務省に対して提出する143。財務省で

は、財務省 OTAが税制改正要望による歳入への影響を推計144するとともに、財務省租税

法制部が IRC改正法案の原案を作成する。行政府には法案提出権がないため、作成され

た税制改正法案（政府法案）は議員を通じて発議されることになる145 146が、実際に発議

されるか否かは議員の裁量による147。 

民間企業・団体等においては、主にロビイストや事業者、業界団体、シンクタンク等

から要望（ロビー活動）が出され、特にロビイストは連邦議会等と納税者のパイプ役の

ような役割を担う。アメリカでは、ロビイストによる議員への陳情は公然と行われ、議

事堂での一般的な光景となっている。連邦議会は、ロビー活動が不正の温床にならない

よう、ロビー活動公開法等の法規制により、働きかける者の登録や働きかけた相手の報

告・開示を義務付ける等、その透明化を図っている148。 

連邦議会議員は自らの裁量で税制改正要望を精査し、立法顧問室の支援のもとで税制

改正法案をまとめ上げる149。その際に、法令を執行する立場にある行政府から、議員の

 
141 実態としては、9月までにすべての予算法案の審議が完了することは珍しく、完了しない場合は継続決議にて暫定予
算が組まれる。 
142 JCT, 現地ヒアリングより 
143 財務省が取りまとめた税制改正要望は、他の歳入提案と併せて「グリーンブック」として一般公開される。 
144 公開目的で作成されるものであり、連邦議会における審査・審議のために使用されるものではない。 
145 石村耕治,（2007） , “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
146 OMB及び JCT, 現地ヒアリングより 
147 JCT, オンラインヒアリングより 
148 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
149 JCT, オンラインヒアリングより 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
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相談に応じて法案の執行可能性等に対する助言を提供することもある（テクニカルアシ

スタンス）。完成した法案は、アメリカ合衆国憲法の規定により、まず下院において発

議されることになっている150。 

２）審査 

下院議員が税制改正法案を発議すると、下院議長は法案審査前に内容を確認し、審査

対象とすべき税制改正法案を選定（スクリーニング）する。選定された税制改正法案

は、下院歳入委員会の審査に付託される。下院歳入委員会は、まず公聴会を開き、利害

関係者や学識経験者等から意見を集約する151。また、必要に応じて行政府の職員も公聴

会に召喚されるが、政府法案が発議された場合には、行政府の提案の意図を確認するた

めにしばしば財務長官や IRS長官への質疑応答を行う。公聴会において法案を検討した

後には、マークアップ・セッション（逐条修正会議。以下「マークアップ・セッショ

ン」という。）を行い、法案の審査・修正を行う。委員会の審査が完了すると、採決を

経て、本会議に法案が提出される152。 

上院においても歳入法案を所管する委員会として上院財政委員会が存在し、下院歳入

委員会と同様の流れで審査を行う。先述のとおり、下院に歳入法案先議権があるため、

制度上は下院歳入委員会の審査が先行することが想定されるが、実務上は両委員会の審

査が並行して行われることもある153。 

下院歳入委員会・上院財政委員会の審査の際、JCTにより審査の参考資料が提供され

る。JCTは各所と協力し、税制改正法案の作成や、税制改正法案による経済的影響の分

析、歳入に対する影響の推計154等を行う。両委員会の委員にとっては、JCTの歳入推計

が主要な意思決定材料となる。また、行政府による執行の可否が論点となれば、行政府

と折衝を行い、執行可能な範囲で法案をまとめ上げることになる。 

法案が成立するためには、本会議での審議、大統領の署名が必要ではあるが、実務的

には、アメリカの連邦議会は委員会中心主義であるため155、下院歳入委員会・上院財政

委員会による審査、とりわけマークアップ・セッションが事実上の意思決定の場といえ

る。そのため、両委員会の委員でない議員が税制改正の発議を試みるときは、事前に両

 
150 アメリカ合衆国憲法第一条第七節第一項 
151 公聴会においても、ロビイストによる積極的なロビー活動が行われる。 
152 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
153 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
154 推計期間は、現在は 10年間である。ただし、1974年議会予算法では、JCTに歳入推計等を行う義務を課しているの
みで、推計期間は慣習的なものである。 
155石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
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委員会委員への調整を行うことが通例となっている。また、マークアップ・セッション

では、委員長は事前に各委員と調整を行い、委員長案（Chairman’s Mark）を作成してお

くことが通例となっている。委員長による事前調整が十分に行われていれば、実際の会

議において委員長案が修正されることはまれである156。 

３）審議 

委員会から本会議に法案が提出されると、本会議での審議を経て採決が行われる。歳

入法案は下院に先議権が認められているが、上院は下院で可決された法案を修正して可

決することが可能である157。アメリカの下院は圧倒的多数による法案の再可決ができ

ず、法案の成立には上下両院の可決が必要であるため、上下両院の議決が完全に一致し

ない限り、後続の大統領による署名を求めることができない158。上下両院で異なる法案

が可決された場合は、上下両院間で非公式な調整が図られる159。それでも一致に至らな

かった場合は、上下両院協議会160が開かれ、両案の相違点を解消するための協議が行わ

れる。協議により統一的な法案が完成すると、再度下院本会議及び上院本会議の審議に

かけられる。この段階では、上下両院ともに法案の修正はできず、可決又は否決のみを

議決することになる161。上下両院で法案が可決されると、その法案は大統領に送付され

る。 

なお、実務的には、下院の議決を経て上院の審議を開始する、という流れが必ずしも

踏襲されるとは限らず、下院での議決が完了する前に並行法案162が上院に発議されるケ

ースも存在する。この場合には、下院で議決された法案と上院で発議された並行法案の

調整が図られることになる163。 

４）署名164 

連邦議会で可決された法案は、大統領による承認を受けることで法律として成立す

る。大統領は、法案を承認する場合は署名し、拒否権を行使する場合は理由を付して連

邦議会に返送する。拒否権が行使された場合でも、連邦議会は上下両院の 3分の 2以上

 
156 JCT, オンラインヒアリングより 
157 アメリカ合衆国憲法第一条第七節第一項 
158 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
159 高澤美有紀, （2019）, “アメリカ合衆国の議会制度”, 国立国会図書館, 

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11247815_po_1045.pdf?contentNo=1  
160 上下両院協議会は必要に応じて臨時に組織されるものであり、常設の会議体ではない。 
161 高澤美有紀, （2019）, “アメリカ合衆国の議会制度”, 国立国会図書館, 

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11247815_po_1045.pdf?contentNo=1  
162 アメリカでは、上下両院において同様の趣旨の法案が並行して委員会の審査にかけられることがあり、このような

法案を並行法案と呼ぶ。 
163 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
164 アメリカ合衆国憲法第一条第七節第二項及び第三項 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11247815_po_1045.pdf?contentNo=1
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11247815_po_1045.pdf?contentNo=1
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
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の賛成で法案を再可決することで、大統領の署名なしに法案を成立させることができ

る。大統領の回答期限は 10日以内とされており、この期限を過ぎると法案は自動的に法

律として成立する165。 

 

図 ２-21 アメリカの税制改正の流れ 

 

（２） 立法府及び行政府の各機関 

本節では「（１）税制改正の流れ」において記載した立法府・行政府の各機関の概要

を税制改正の流れに即して整理した。 

１）立法府 

a.下院議員（Representative）・上院議員（Senator）166 

アメリカには、現在、435人の下院議員と 100人の上院議員が存在する。下院議員の

議席は人口に応じて各州に割り当てられており、2年ごとにそのすべてが改選される。

一方で、上院議員は各州から 2名ずつ選出され、2年ごとに約 3分の 1が改選される。

議員は、行政府やロビイストからの要望を精査、参考の上、自身の裁量で法案を発議す

 
165 法案の受領後 10日以内に議会が閉会する場合、すなわち議会に法案を返送することができないときは、法案は自動
的に廃案となる。 
166 アメリカ大使館, “How the United States is Governed”, https://common.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/111/2023/02/us_governed.pdf 

 

https://common.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/111/2023/02/us_governed.pdf
https://common.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/111/2023/02/us_governed.pdf
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る（図 ２-21の②）。 

b.下院歳入委員会（House Committee on Ways and Means）・上院財政委員会（Senate 

Committee on Finance）167 168 

両委員会は、それぞれ上下両院の常設委員会である。主に租税を含む歳入面の議案の

審査を所管しており、議長による付託を受け、税制改正法案の審査を行う。具体的に

は、公聴会、マークアップ・セッションを経て、委員会内での採決を行う。税制改正法

案は下院に先議権があるため、制度上は下院歳入委員会（同④）、上院財政委員会（同

⑥）の順で審査されることになる。 

アメリカの連邦議会は委員会中心主義であるため、両委員会は上下両院における事実

上の意思決定者といえる169。 

c.下院（House of Representatives）・上院（Senate） 

両本会議は、委員会から提出された法案と委員会報告書を審議し、法案の採決を行

う。税制改正法案は下院に先議権があるため、制度上は下院（同⑤）、上院（同⑦）の

順で審議されることになる。上下両院で同一の内容が可決されない限り、大統領による

法案の承認を求めることはできない170。 

d.立法顧問室（Office of Legislative Counsel） 

立法顧問室は、上下両院それぞれに設置される立法補佐機関である。職員は主に法曹

資格者から構成され、連邦議会各所における法案作成を支援する。 

e.両院合同租税委員会（Joint Committee on Taxation） 

JCTは、常設の上下両院合同委員会の一つであり、租税に関する分析を提供する支援

機関である。JCTのメンバーは、下院歳入委員会・上院財政委員会からそれぞれ５名ず

つ、計 10名の議員から成る。同委員会事務局には弁護士や会計士等の専門家が所属し、

連邦議会各所における税制改正プロセスを支援する（同③）。具体的には、議員の要望

に応じて歳入その他の経済的分析を提供する。 

 
167 下院歳入委員会, “About the Committee”, https://waysandmeans.house.gov/about/ 
168 上院財政委員会, “Jurisdiction”, https://www.finance.senate.gov/about/jurisdiction 
169 JCT, オンラインヒアリングより 
170 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 

https://waysandmeans.house.gov/about/
https://www.finance.senate.gov/about/jurisdiction
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf


 

60 

 

f.上下両院協議会（Conference Committee）171 

上下両院協議会は、常設委員会ではなく、上下両院において異なる法案が可決された

場合に組織される（同⑧）。両院協議会のメンバーは上下両院の議長が任命し、通常

「多数党：少数党＝2:1」の割合で、計 10人の協議員が選出される。協議の成立には、

各院の協議員の過半数の賛成が必要である。 

２）行政府 

a.大統領府（White House） 

大統領府は、特に大統領自身と OMBが税制改正において重要な役割を果たす。大統

領は、連邦議会に予算教書を提出する（同①）ほか、連邦議会が可決した法案の承認又

は拒否を行う。内局である OMBは、各府省からの予算要求を取りまとめ、予算教書の

作成等を所管する172。各府省は予算要求の中で税制改正要望を織り込むことがあるた

め、OMBは税制改正要望をも取りまとめる立場にある173 174。 

b.財務省（Department of the Treasury） 

財務省は、租税政策の立案及びその執行を所管する。予算教書における歳出面は

OMBが主導するのに対し、歳入面は財務省が主導する。また、税制面の内局として財務

省 OTPや外局として IRSを有する。財務省 OTPは税制改正要望による歳入への影響を

推計する財務省 OTAや改正法案の原案を作成する租税法務部等の部門を有し、税制改正

においては政府法案の検討に関与する。また、IRSは租税行政の執行を所管する175。 

（３） 日本との違い 

日本の税制改正作業は、例年、予算編成作業と並行して実施される176。各府省は財務

省主税局に税制改正要望を提出するとともに政策評価（事前評価）も実施し、総務省行

政評価局は、政策評価書の内容を点検し公表する177。税制改正要望は、与党税制調査会

による審議を経て、「与党税制改正大綱」に取りまとめられ、その後、それを踏まえて

閣議決定された「税制改正の大綱」に沿って、財務省にて国税の改正法案が作成され、

 
171 石村耕治, （2007）, “アメリカの租税立法過程の研究（上）”, 白鴎大学, 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf 
172 ホワイトハウス, “Office of Management and Budget”, https://www.whitehouse.gov/omb/.  
173 OMB予算教書部門, 現地ヒアリングより 
174 ホワイトハウス, “The Biden-Harris Administration”, https://www.whitehouse.gov/administration/ 
175 アメリカ財務省, “Officials”, https://home.treasury.gov/about/general-information/officials 
176 財務省, “税制改正のプロセスについて教えてください。”, https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda016.html 
177 財務省, “令和６年度予算編成等における政策評価の活用状況”, 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/policy_evaluation/proceedings/material/79seihyoukon02.pdf 

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/record/1889/files/KJ00004769372.pdf
https://www.whitehouse.gov/omb/
https://www.whitehouse.gov/administration/
https://home.treasury.gov/about/general-information/officials
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda016.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/policy_evaluation/proceedings/material/79seihyoukon02.pdf
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国会に提出される。改正法案は、衆議院財務金融委員会、参議院財政金融委員会での審

査及び各院本会議での審議を経て、一般的には 3月末までに可決、成立し、改正法に定

められた日から施行される178。  

 

図 ２-22 日本の税制改正の流れ 

 

一方、アメリカでは、下院歳入委員会・上院財政委員会が歳入法の改正を主導し、

JCTがこれを補助する。まず、発議された法案に対して、議会の審査・審議プロセスの

一環として両委員会によるマークアップが行われ、本会議に提出される。上下両院の本

会議が同一の法案を可決し、大統領が法案を承認することで法律として成立する。 

また、日本では、必要性や政策効果を精査する材料として、財務省の適用実態調査の

結果や、総務省による政策評価の点検結果等を活用する一方、アメリカでは、意思決定

材料として、JCTによる 10年間の歳入推計が用いられる。 

 

  

 
178 中島誠, （2020）, 立法学（第 4版）, 法律文化社, 415p 
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【参考】 

アメリカの連邦予算は、税制改正と同様に議会の主導のもとで編成される。行政府に

おいても政府予算案が編成され、予算教書として議会に提出されるが、議会は予算教書

に拘束されることなく、独自に予算法179を策定することができる。議会では、予算教書

は参考にするものでしかないが、議員が予算教書を踏まえて予算案を策定し、下院・上

院と審議・採決をした上で成立させることになる。これら一連のアメリカの連邦予算編

成過程の流れについて、以下のとおり説明する180。 

まず、行政府は晩春ごろから翌年度の政府予算案の策定に向けて作業を開始する。ア

メリカの会計年度は 10月 1日から翌年 9月 30日までの 1年間であり、会計年度が開始

する 1年以上前から予算編成の検討が進められることになる。予算編成期間中は、各府

省からの要望が財務省及び OMBに寄せられる181。その後、OMB・財務省・国家経済会

議182（National Economic Council。以下「NEC」という。）間の協議により、政府予算案

に基づく政策が策定される。歳入・歳出を含めた政府予算案の全体像は、OMBにより

「予算教書」としてまとめられ、通常、毎年 2月の第一月曜日までに議会に対して提出

される。 

予算教書の提出を受けると、議会は予算策定に着手することになるが、予算教書はあ

くまでも行政府から議会への要請であるため、議会は付属機関である CBOにおいて政

府予算案の分析等を行うとともに予算を策定することとなる。 

議会での予算策定プロセスでは、まず、大統領の予算要求から 6か月以内に、上下両

院の各委員会の予算の見積が予算委員会に寄せられる。予算委員会はこれに基づいて予

算決議案を作成し、本会議に提出する。これが上下両院で可決されることにより、予算

決議として成立する183。予算決議はあくまで議会が作成する予算案の概要を示すもので

あり、正式な予算案は各委員会による授権法案184及び歳出法案185の策定・審査によって

具体化される。なお、授権法案は連邦予算の大枠を決める重要な法案であるが、必ずし

もすべての所掌分野につき毎年成立させなければならないものではない186。一方、歳出

法案は、アメリカ合衆国憲法第一条第九節第七項で、歳出は法律により定められていな

ければ国庫から支出することができないと規定されており、歳出法がなければ各府省が

 
179 アメリカの予算は、日本とは異なり法案として策定され、法律として施行されることになる。 
180 石垣友明, （2023）, “アメリカ連邦議会”, 有斐閣, 256p 
181 歳出提案は OMBに、歳入提案は財務省に対して寄せられる。 
182 大統領に対してアメリカ・世界経済に関する助言を提供する行政機関であり、大統領及び府省長官等から構成され
る。 
183 予算決議は法案ではないため、大統領の署名を受けることなく成立する。 
184 連邦議会が行政府に予算の執行の権限を与えるための法案をいう。 
185 連邦議会が個々の予算の項目に具体的な財源を付与するための法案をいう。 
186 授権による予算の大枠が定まらなくても、歳出法により個別の支出項目が認められれば、連邦予算は成立する。 
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活動する根拠が得られないため、必ず成立させる必要がある。歳入法案は下院歳入委員

会・上院財政委員会によって審査され、歳出法案は上下両院の歳出委員会によって審査

される。歳出委員会は、政策分野ごとに区分された小委員会を有し、第 118回連邦議会

（2023年 1月 3日から 2025年 1月 3日まで）においては上下両院ともに 12の小委員会

を有していた187 188。委員会による審査が完了すると、それぞれの法案は本会議による審

議にかけられ、上下両院による可決後、大統領による署名を経て予算法として連邦予算

が成立する189 190。 

 

図 ２-23  アメリカ連邦予算成立までの流れ 

 
187 アメリカ上院歳出委員会, “United States Senate Committee on Appropriation”, 

https://www.appropriations.senate.gov/subcommittees 
188 アメリカ下院歳出委員会, “Subcommittee”, https://appropriations.house.gov/subcommittees 
189 石垣友明, （2023）, “アメリカ連邦議会”, 有斐閣, 256p 
190 OMB, “Circular No. A-11 Preparation, Submission, and Execution of the Budget”, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/a11_current_year/a11_2016.pdf 

 

 

https://www.appropriations.senate.gov/subcommittees
https://appropriations.house.gov/subcommittees
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/a11_current_year/a11_2016.pdf
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３. 個別租特の効果検証事例 

 

３－１. Opportunity Zone Programの概要 

本調査では、Opportunity Zone Programを対象とした複数の効果検証事例を調査して、

そこから得られた示唆をとりまとめた。以下では、まずアメリカの地域投資促進政策を

俯瞰した上で、Opportunity Zone Programの政策的な位置づけを確認し、Opportunity Zone 

Programの概要及び手続を整理した。 

（１） 地域投資促進政策と Opportunity Zone Program 

アメリカの地域投資促進政策は図 ３-1に示すとおりである。格差が拡大するアメリカ

では、政府による貧困地域における経済発展や雇用創出を目的とした優遇措置が複数設

定されており、また、インディアン部族を支援する優遇措置も複数存在する。各州にお

いても、投資を優遇する租特や、融資制度等の措置が用意されている。 

 

図 ３-1 地域投資促進政策における個別政策の位置づけ 

 

図 ３-1の租税特別措置等に含まれる Opportunity Zone Programは地域投資促進政策に

関連した租特であり、これまでに数多くの研究者によって因果推論等の厳密な手法を用

いた研究が実施されている。我が国では、「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研

究」として令和 5年度に実施した「租税特別措置等の効果検証手法の検討」191の対象租

 
191 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seisaku_ebpm.html#/  

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seisaku_ebpm.html#/
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特である「半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度」をはじ

め、多くの地域投資促進政策に関連した租特が存在するため、事例調査を通して我が国

への示唆を得られる可能性が高いと判断し、調査対象に選定した。 

（２） Opportunity Zone Programの概要 

Opportunity Zone Programは、低所得地域に対する民間投資の誘導を目的として 2017

年 12月に成立し、2023年度には約 20億ドル（約 3,080億円192）の適用実績がある租特

である。 

本措置の内容は、投資家が既存投資から利得した譲渡益を適格 Opportunity Zone

（Qualified Opportunity Zone。以下「QOZ」という。）193内に再投資した場合に、課税の

繰延べやキャピタルゲイン税の免除を認めるものである。譲渡益が QOZ内に再投資さ

れた場合、その譲渡益に対するキャピタルゲイン税は、再投資が終了するまで繰り延べ

られ、再投資期間に応じて一定割合が免除される（ただし、現行制度では 2026年 12月

31日までの繰延べが限度である。）。具体的な免除の割合は、再投資期間が 5年以上の場

合は 10%、7年以上の場合は 15%である。また、再投資期間が 10年以上の場合は、再投

資の終了によって得られた譲渡益に対するキャピタルゲイン税が完全に免除される。 

QOZへの再投資は、適格オポチュニティファンド（Qualified Opportunity Fund。以下

「QOF」という。）を通じて行われる。QOFとは QOZへの投資を目的とするファンドで

あり、資産の 90%が Qualified Opportunity Zone Property（以下「QOZ資産」という。）に

投資されていること等の要件（90%投資基準）を満たす必要がある。QOZ資産は 2017

年 12月 31日より後に購入によって取得したものに限られ、QOZ資産のうち Qualified 

Opportunity Zone Business Property（以下「QOZ事業用資産」という。）については、

QOZで従前から使用されている資産であるか、大幅に改良された資産である必要があ

る。 

なお、Opportunity Zone Programは Tax Cuts and Jobs Act of 2017により創設されたが、

その後も段階的な法整備が行われた。まず、州知事による低所得地域の推薦が行われ、

2018年 6月までに財務長官による QOZの指定が完了した194。最終規則は 2020年 3月に

施行された195。 

 

 
192 円貨換算には、 1ドル=154円を使用した。日本銀行, “基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（令和 7（2025）年 2

月中において適用）”, https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju2502.htm 
193 QOZとは、低所得地域のうち、州知事が Opportunity Zoneとして推薦し、財務長官により指定を受けた地域をいう。 
194 Economic Innovation Group, “About Opportunity Zones”, https://eig.org/opportunity-zones/about-ozs/ 
195 Federal Register, “Investing in Qualified Opportunity Funds”,  https://www.federalregister.gov/documents/2020/01/13/2019-

27846/investing-in-qualified-opportunity-funds 

https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju2502.htm
https://eig.org/opportunity-zones/about-ozs/
https://www.federalregister.gov/documents/2020/01/13/2019-27846/investing-in-qualified-opportunity-funds
https://www.federalregister.gov/documents/2020/01/13/2019-27846/investing-in-qualified-opportunity-funds
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図 ３-2 Opportunity Zone Program に係るタイムライン 

 

（３） Opportunity Zone Programの手続イメージ 

本措置は税務申告前に官公庁等による事前の認証を受ける必要はなく、税務申告のみ

で適用が可能であるが、投資家と QOFは毎年税務申告をする必要がある196。 

まず、既存投資による譲渡益が発生した後、当該投資家は、譲渡益の発生から 180日

以内に QOFへの再投資を行う。その後の税務申告時において、投資家は IRSに対し、課

税の繰延べを選択する旨を申告した上で（Form 8949197）、繰り延べられる譲渡益の金額

を申告する（Form 8997198）。また、QOFは IRSに対し、「90%投資基準」を満たしている

199こと等を毎年自己申告する（Form 8996）200 201。 

 

図 ３-3 Opportunity Zone Program の手続イメージ 

 

 
196 Internal Revenue Service, “Opportunity zones frequently asked questions”, https://www.irs.gov/credits-deductions/opportunity-

zones-frequently-asked-questions 
197 IRSが定めた税務申告様式の一つ。後述の Form 8996、Form 8997も同様。 
198 なお、繰延べ期間中、投資家は毎年 Form 8997を提出しなければならない。 
199 具体的には、基準日（通常は第 2四半期及び事業年度の末日）において「90%投資基準」を満たしている必要があ

る。 
200 Internal Revenue Service, “Opportunity zones frequently asked questions”, https://www.irs.gov/credits-deductions/opportunity-

zones-frequently-asked-questions 
201 Internal Revenue Service, “Opportunity Zones”, https://www.irs.gov/newsroom/opportunity-zones 

 

 

https://www.irs.gov/credits-deductions/opportunity-zones-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/credits-deductions/opportunity-zones-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/credits-deductions/opportunity-zones-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/credits-deductions/opportunity-zones-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/newsroom/opportunity-zones
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３－２. 効果検証事例 

３－２－１. 新規開発における効果検証事例 

Opportunity Zone Programが新規開発に対して与えた影響について、2022年 11月に公

開された Harrison Wheeler氏（以下「Wheeler氏」という。）の論文を対象に調査を行っ

た202。本分析は、国立科学財団大学院研究奨学金及びカリフォルニア大学バークレー校

経済学部のサポートのもと、当時、同校博士課程に在籍していた Wheeler氏によって約

4年かけて実施されたアカデミアの研究である。本分析では、 Opportunity Zone Program

の施行によって新しい住宅及び商業施設の開発（以下「新規開発」という。）が増加し

たかを分析している。 

（１） 効果検証対象 

本分析の処置群・対照群の設定は、連邦政府が定めた Opportunity Zone （以下「OZ」

という。）指定の要件に基づいて行われている。OZ指定を受けるためには、①対象の国

勢調査区画の貧困率が 20%を超える、又は②対象区画の世帯所得の中央値が、その地域

全体の所得203の中央値の 80%未満であることが要件となる。州知事は要件を満たす区画

の中から約 25%を OZとして推薦することができ、その後、財務長官により OZ指定を

受けることで QOZとして認定される。このように、OZ推薦の要件として各区画の所得

が含まれているが、区画単位で所得の平均や中央値を推定しようとすると、サンプルサ

イズが小さいため、誤差が大きくなり、正しく選定できない可能性がある。そのため

Wheeler氏は、政策立案の際には、測定方法も踏まえ、設定した基準が適切かを検討す

る必要があると指摘している204。 

本分析はこの要件を利用し、米国人口の 15%以上をカバーする 47都市の中で、実際

に OZ指定を受けた区画を処置群、OZ指定の要件を満たしているものの、最終的には

OZに指定されなかった区画（以下「非 QOZ」という。）を対照群として分析を実施して

いる。 

（２） アウトカム指標 

本分析では、Opportunity Zone Programによる新規開発への効果を検証している。

Wheeler氏は、OZが直接影響を及ぼし、即時に効果が発現することが期待される指標と

 
202 Harrison Wheeler, (2022), “Locally Optimal Place-Based Policies: Evidence from Opportunity Zones” 
203 対象区画が地方の場合は州全体の世帯所得を、都市部の場合は州全体もしくは都市圏の世帯所得のうち、小さい方
を地域全体の所得とする。 
204 Wheeler氏, オンラインヒアリングより 
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して、新規開発件数に着目した205。また、短期間で発現することが期待される政策効果

に着目しており、分析対象期間が短かったため、当該政策以外の他の主要な政策につい

ては変更が起こらず、OZの効果を切り分けて分析できたと考えられる206。なお、具体

的には新規開発件数として、新規開発に対して発行された区画・月別の建設許可件数が

用いられている。ただし、本分析の対象となる区画は処置群・対照群ともに貧困地域で

あるため、月別では大半の区画において新規開発は行われていない。また、新規開発が

行われた区画でも、大半は開発件数が 1件に留まっており、分析結果は新規開発の件数

ではなく、新規開発が行われる確率を表していることに注意されたい。 

（３） データの把握方法 

本分析に当たり、Wheeler氏は対象の 47都市それぞれに対し、ウェブサイトで建設許

可に関するデータを検索し、公開情報と、情報公開請求で得た情報を組み合わせて建設

許可に関するデータセットを作成した。具体的には、建設の種類（住宅か商業施設

か）、推定建設費用、面積、解体に関する情報等を含んだデータセットである。また、

都市ごとに申請を行ったため、QOZ・非 QOZを含む、市内全ての区画の情報を入手で

きた 。なお、上記の建設許可に関するデータは国勢調査上でも取得可能だが、国勢調査

では、建設許可の情報は市・町レベルのものに留まっており、分析のためより細かなデ

ータを必要としたため、今回は都市ごとに情報公開請求を実施している 。対象の 47都

市と、取得期間、データソースは図 ３-4のとおりである。 

 
205 同上 
206 同上 



 

69 

 

図 ３-4 対象都市と取得期間、データソースの一覧 

 

また、本分析の対象とした区画の人口統計（世帯所得や貧困率等）については、セン

サス局が実施する ACSから取得している。OZ指定の要件はこの調査に基づいて定めら

れている。 

さらに、CDFI基金（Community Development Financial Institutions Fund。低所得地域の

開発を行っている金融機関を支援する、財務省所管の基金。）の情報から、QOZと非

QOZを特定している。また、IRSが公表するニュースリリースから、各 QOZの認定時

期（年・月）を取得している。 

各データの取得に当たり、多くの機関では申請から 1週間以内に返事が得られたが、

一部の機関では取得するまでに相当な時間を要する場合もあった207。 

 
207 同上 
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（４） 分析手法 

本分析では、まず主要な分析として「QOZと非 QOZの新規開発について、OZ指定後

に差が生じているか」について、差の差分析を用いて分析している。差の差分析とは、

介入が行われたグループ（処置群）と行われなかったグループ（対照群）の両方におけ

る時間の経過による変化を比較することで、介入の効果を評価する分析手法である。OZ

指定前には、QOZと非 QOZにおいて投資の動きに違いが見られなかったことや、OZ指

定後にはすぐに投資が行われたことから、分析手法は差の差分析が適切だと判断された

208。また、差の差分析はグラフにすることで効果の差を直感的に理解することができる

等、シンプルで結果が分かりやすいという利点もある209。今回は、各地域の特徴による

影響を排除するための変数（制御変数）として、住宅価格や開発可能な土地の数等とい

った各区画の特徴や、季節トレンド、各都市の開発トレンド等を推定モデルに含めて差

の差分析を行った。 

次に、本分析では、差の差分析以外の手法でも OZ指定による新規開発の効果が確認

できるか（頑健性の確認）、追加的に三つの分析が行われた。 

一つ目は、合成コントロール法による確認である。合成コントロール法とは、複数の

対照群のデータを統合して、処置群に似た「仮想的な処置群」を作成して実際の処置群

と比較することで、介入の効果を評価する分析手法である。今回は、まず非 QOZのデ

ータを用いて、OZ指定前の QOZに類似したトレンドを持つ仮想的な QOZを作成し

た。そして、OZ指定後について実際の QOZと仮想的な QOZの新規開発のトレンドを

比較し、両者に差が生じているかを確認した。このように、合成コントロール法は複雑

なアプローチが必要だが、対照群が見つからないときや、処置群のサンプルサイズが小

さい時に有効な手法である210。 

二つ目は、回帰不連続デザインによる確認である。回帰不連続デザインとは、処置群

と対照群が特定の値（カットオフ値）を基準に分けられる場合において、カットオフ値

付近の処置群と対照群を比較することで、介入の効果を評価する分析手法である。今回

は、世帯所得や貧困率から、各区画が OZの要件をどの程度満たしているか（適格性）

を推定し、カットオフ値（OZの要件を満たす区画と満たさない区画の境界）付近の区

画同士を比較することで、同じような貧困状態の区画の間で OZ指定によって新規開発

に差が生じるかを確認した。ただし、回帰不連続デザインは本来多くのデータが必要で

あるため、今回の分析結果は完全なものではないことに注意が必要である211。 

 
208 同上 
209 同上 
210 同上 
211 同上 
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三つ目は、プロペンシティスコアマッチングによる確認である。プロペンシティスコ

アマッチングとは、処置群と似た背景特性を持つ対照群を絞り込んだ上で処置群と対照

群を比較することで、介入の効果を公平に評価する分析手法である。今回は、各区画の

世帯所得や貧困率に加え、住宅数や住宅価格等の要素も考慮し、各区画が OZに指定さ

れる確率を推定した。そして指定される確率が等しい QOZと非 QOZに絞り込み、実際

の OZ指定後の両者における新規開発の差を確認した。プロペンシティスコアマッチン

グは、本来必要な変数以外の変数も用いて対照群を選択する必要があり、選択した変数

によって結果が変化する点が難しいといえる212。 

また、本分析では、QOZの近隣地域への波及効果も確認している。ただし、例えば都

市の中心部に位置する地域は近隣に QOZが存在する可能性が高い等、近隣に QOZがあ

る地域とない地域では、もともと立地等による差異が生じている可能性が高い。そのた

め、プロペンシティスコアによって近隣に QOZが存在する確率を推定し、確率が等し

い区画から、実際に QOZがある地域を処置群、QOZがない地域を対照群として選び、

差の差分析を実施した。 

（５） 分析結果 

図 ３-5から図 ３-7までは、差の差分析による分析結果を、年・四半期・月別にプロ

ットしたグラフであり、QOZと非 QOZでの新規開発の差を表している（オレンジの縦

線は 95%信頼区間213を表現している）。 

OZ指定前は、 95%信頼区間が横棒の破線（QOZと非 QOZの新規開発の確率の差が

0%ポイントであることを示す）と重なっているため、QOZと非 QOZとの間に統計的有

意差がないことが確認できる。よって、OZ指定前は両地域の開発傾向が類似していた

といえる。 

一方、OZ指定後は新規開発が行われる確率は増加しており、95%信頼区間が横棒の破

線と重なっていないことから、これは統計的有意な結果といえる。年別に確認すると、

OZ指定直後に QOZと非 QOZの間で、新規開発が行われる確率の差は約 2.2 %ポイント

に増加し、2021年までに約 3.9 %ポイントに達している（図 ３-5）。また、四半期別・月

別の結果を確認しても、OZ指定後は大半の時点において統計的有意な差が確認でき

る。さらに、制度創設から財務長官による OZ指定までの期間においても、QOZと非

QOZの間に統計的有意差はない（図 ３-6、図 ３-7）。このことから、OZを最終的に指定

 
212 同上 
213 推定値を区間で示したもの。母集団から標本を取り出し、その標本から母平均の 95%信頼区間を求めた際に 100回
中 95回程度はその区間内に母平均が入るような区間。推定された 95%信頼区間が帰無仮説で設定した数値と重なって

いると有意差なし、重なっていないと有意差ありと判断できる。 
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する際に、既に新規開発が行われている区画が意図的に指定された可能性が排除でき

る。 

 

図 ３-5 差の差分析の推定結果（年別） 

 

図 ３-6 差の差分析の推定結果（四半期別） 

 

 

 



 

73 

 

図 ３-7 差の差分析の推定結果（月別） 

 

図 ３-8は、分析対象期間を通じた平均的な効果の推定結果である。（1）は区画の特徴

や Fixed Effect（以下「固定効果」という。）のみを考慮した最もシンプルな分析結果、

（2）～（4）は都市ごとのトレンドについて季節性や都市固有のトレンドをコントロー

ルした分析結果である。 

いずれの分析結果においても、OZの効果は統計的に有意214であった。Wheeler氏は、

区画の特徴や各月の固定効果に加え、都市ごとのトレンドや季節性が考慮されている分

析結果（2）をベースラインのモデルと定めており、分析結果（2）では、OZ指定によ

って新規開発が行われる確率が約 2.9%ポイント増加していることが示された。また、図

中に記載されている「半弾力性」とは、QOZの指定によって新規開発の確率が何%増加

したか、非 QOZとの相対的な変化を示したものであり、分析結果（2）では、20.5%増

加したと解釈できる。 

 
214 本分析では、p値によって統計的有意性を判断している。p値は、分析結果として得られた係数が偶然によって生じ

たものでないかを統計的に確認するものであり、その値が小さい場合統計的に有意と判断される。 

 



 

74 

 

図 ３-8 差の差分析の推定結果（分析対象期間全体） 

 

また、図 ３-9は合成コントロール法によって推定された仮想的な QOZと実際の QOZ

の差を示したグラフである。オレンジの実線が OZ指定によって想定される効果の推定

値を表しており、影の部分が 95%信頼区間を表している。図を確認すると、OZ指定に

よって新規開発が行われる確率は増加しており、また、95%信頼区間が横棒の破線（新

規開発の確率が 0%ポイント）と重なっていないことから、この分析結果は統計的に有

意な結果と判断できる。 

この結果は、差の差分析の結果と整合的であることから、差の差分析によって推定さ

れた OZ指定による効果は頑健性が高いものと考えられる。 
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図 ３-9 合成コントロール法の推定結果 

 

図 ３-10は、近隣地域への波及効果の差の差分析結果である。（1）は最もシンプルな

分析結果となっており、区画の特徴や固定効果、都市のトレンドは考慮しているが、近

隣地域のトレンドについては考慮していない。（2）～（4）は近隣地域の新規開発のト

レンドを様々な関数で考慮したモデルの分析結果である。（4）は三次式と最も複雑な式

の形になっており、近隣地域のトレンドをより細かく反映させたモデルとなっている。

図 ３-10より、いずれのモデルの分析結果においても、QOZから 3km以内の周辺地域に

ついて、新規開発が行われる確率が統計的有意に増加していることが確認できる。例え

ば分析結果（1）によれば、QOZから 0-2km離れた周辺区域では、新規開発が約 1％ポ

イント増加している。また、QOZから 2-3km離れた周辺区域でも新規開発が約 0.9％ポ

イント増加しているが、QOZから 3km以上離れた周辺地域では統計的有意な効果が確認

できなかった。 

先行研究から、OZ指定によって、①QOZに投資が集中することで、近隣地域への投

資がむしろ減少する負の波及効果（以下「クラウドアウト」という。）をもたらす可能

性や、逆に②QOZに新たな住宅地や商業施設ができたことで、近隣地域への需要が増加

し、投資も盛んになる正の波及効果（以下「需要の外部性」という。）をもたらす可能

性の両方が想定されていた。今回の分析結果では、QOZからの距離が近い地域ほど、新

規開発の確率が統計的有意に増加していることが確認されたため、②需要の外部性が①

クラウドアウトを上回り、OZ指定が周辺地域への開発も刺激していると考えられる。 
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図 ３-10 波及効果の推定結果（差の差分析） 

 

本分析によって、OZ指定による新規開発への効果が示された。ただし、OZ指定によ

って QOZで新規開発が行われるということは、非 QOZでは新規開発が実施されないと

いうトレードオフが生じていることを意味する。そのため、Opportunity Zone Program を

より効果的なものにするためには、現時点において投資が進んでいないが、少し後押し

することで政策効果が得られる可能性がある区画を、OZとして指定することが重要で

ある215。 

（６） 本事例から考えられる示唆 

本事例の特徴の一つとして、即時的な効果を期待したアウトカム指標の設定がある。

その理由として、本分析が過去の政策に対する政策研究ではなく、リアルタイムでの効

果分析に焦点を当てていることが挙げられた216。日本における EBPMでも、直近に創

 
215 Wheeler氏, オンラインヒアリングより 
216 同上 
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設・改正した政策の効果を検証する場面は多いと想定されるが、創設や改正から時間が

経っていない政策の効果を検証する場合は、その時点で既に効果が出ていると考えられ

る短期的なアウトカム指標を設定して検証することが望ましい。また、短期的な効果を

検証する場合は、詳細かつ調査周期が短くデータ取得の頻度が高いデータが必要であ

り、本分析では、区画ごとの月次データを用いた検証が実施されている217。 

また、本分析では主要な分析手法として差の差分析を用いており、 Opportunity Zone 

Programの効果を約 2.9%ポイントと推定しているが、別途合成コントロール法等の複数

の分析手法で統計的有意性や推定値の大まかな傾向を把握することで、差の差分析によ

り得られた効果の頑健性を確認している。特に地域政策の分野は適した分析手法が複数

存在している場合も多いため、分析の際は様々な分析手法に対応できるように包括的に

データを取得してから分析手法を検討することが望ましい218。 

最後に、本分析では QOZだけでなく近隣の地域についても、クラウドアウトや需要

の外部性に関する検証を行っている。日本の場合、例えば過疎地に関する地域政策等で

は、政策の受益者がその対象地域に限定されているが、対象地域の周辺にも影響を及ぼ

すと考えられる施策については、受益者に対する直接的な効果だけでなく、波及効果に

ついても検証することが望ましい。 

 

 

  

 
217 同上 
218 同上 
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３－２－２. 商業投資における効果検証事例 

Opportunity Zone Programが商業投資に与えた影響について、2023年 11月に公開され

た Kevin Corinth氏と Naomi Feldman氏（以下「Feldman氏」という。）の論文を対象に調

査を行った219。本分析は、イスラエル科学財団とアーノルド財団のサポートのもと、

2019年から 2022年にかけて実施されたアカデミアの研究である。本分析では、

Opportunity Zone Programの施行によって商業投資の件数及び金額が増加したかを分析し

ている。なお、ヒアリングは Feldman氏に対して実施した。 

（１） 効果検証対象 

本分析の処置群と対照群の設定は、３－２－１と同様、政府が定めた OZ指定の要件

に基づいて実施された。本分析では、貧困率 20%をわずかに上回る地域と世帯所得の中

央値が地域全体の所得の中央値の 80％をわずかに下回る地域を処置群、貧困率 20%をわ

ずかに下回る地域と世帯所得の中央値が地域全体の所得の中央値の 80％をわずかに上回

る地域を対照群として設定した220。この処置群と対照群の設定は、OZ指定要件が回帰

不連続デザインを用いる際のカットオフ値に該当すると考えられたため、その流れに沿

って設定された221。なお、回帰不連続デザインとは、処置群と対照群が特定の値（カッ

トオフ値）を基準に分けられる場合において、カットオフ値付近の処置群と対照群を比

較することで、介入の効果を評価する分析手法である。 

（２） アウトカム指標 

本分析では、Opportunity Zone Program による商業投資への効果を検証しており、主と

なるアウトカム指標として商業投資を選定している。住宅価格や雇用等の数値を分析の

指標とすることも考えられたが、これらは政策の下流の指標、つまり政策効果が直接発

現する指標ではないため、低所得地域における経済発展及び雇用創出を目的とした本政

策の即時的な効果を測定するためには、投資が最も適した指標であると Feldman氏は考

えた222。また、投資取引のみを観察するのではなく、その他の経済活動においても政策

効果が発現したかを確認するために、五つの指標（新規事業増加率、事業融資増加率、

商業多様性、一人当たり消費支出増加率、消費支出増加率）についても政策効果を確認

した。加えて、商業投資やその他の経済活動に係る投資等以外の指標として、集合住宅

投資も指標に選定した223。 

 
219 Kevin Corinth, Naomi Feldman, (2023), “The Impact of Opportunity Zones on Commercial Investment and Economic Activity” 
220 同上 
221 Feldman氏, オンラインヒアリングより 
222 同上 
223 Kevin Corinth, Naomi Feldman, (2023), “The Impact of Opportunity Zones on Commercial Investment and Economic Activity” 
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（３） データの把握方法 

本分析では、主に三つのデータが使用された。 

まず、①ACSデータである。これはセンサス局によって実施される世帯調査のデータ

であり、毎年 200万世帯を対象に調査を行っているためサンプルサイズが大きく、ま

た、複数年の調査データを組み合わせることが可能であった。本分析では、センサス局

が公表している 5年ごとの貧困率と世帯所得の中央値からデータを把握し、OZの適格性

を判断した224。 

次に、②Real Capital Analytics（以下「RCA」という。）データである。RCAが提供し

ている商業投資データベースを利用し、2010年から 2022年までの取引レベルでの投資

データを購入した。一部、250万ドル未満の取引も含まれるが、基本的に対象は取引額

が 250万ドル以上のすべての商業投資であり、このデータは米国における全商業投資の

約 95％をカバーしている。投資データの内訳としては、84％が投資目的の取引であり、

12％が再開発又はリノベーション目的の投資、残りが自己利用目的の投資である225。 

最後に、③MasterCardデータである。本分析において、事業活動の指標として

MasterCardのデータセットを使用した。このデータは 18種の指標を含み、一部は

MasterCard独自のクレジットカード取引データ、残りはデータプロバイダーから取得し

て MasterCardにより公開されたデータ又は一般に公開されているデータである226。民間

企業が提供するデータは利用費用が比較的高額であり、データセットとして不完全であ

るリスクもあるが、このようなオルタナティブデータを利用して分析したことは、デー

タ不足の中、経済の動向を把握する上で役立つものであったとしている227。 

（４） 分析手法 

本分析では、QOZと非 QOZの商業投資に対する OZの影響を分析するために、回帰

不連続デザインを使用して、OZとして指定される要件である「貧困率 20%以上」又は

「世帯所得の中央値が地域全体の所得の中央値の 80％未満」を、かろうじて満たす地域

（処置群）とわずかに満たさない地域（対照群）を比較した。OZ指定の際には、州に

よって、都市部と郊外のバランスや住民の意見等の様々な要素が考慮されるため、OZ

の指定は完全にランダムではないと考えられる。そのため、カットオフ値周辺のみに着

目する回帰不連続デザインを採用した。分析に当たり、「貧困率 20％以上」又は「世帯

所得の中央値が地域全体の所得の中央値の 80%未満」という二つの要件を組み合わせ、

 
224 同上 
225 同上 
226 同上 
227 同上 
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OZ指定の要件をどの程度満たしているかという単一の指標（割当変数）を算出するこ

とにより各区画を評価した。つまり、適用要件をより満たすような、貧困率が高い、又

は世帯所得が低い区画ほど割当変数が大きく、貧困率が低く、世帯所得が高い区画ほど

割当変数が小さくなる。図 ３-11は算出された割当変数に対して、割当変数の値が同じ

区画のうち実際に OZとして指定された QOZの割合をプロットしたものであるが、割当

変数 0（=OZ指定の要件を満たす基準）前後で QOZの割合に約 11.55%の明確なジャン

プがあり、割当変数 0がカットオフ値となっていることがわかる。なお、割当変数が 0

未満（=OZ指定の要件を満たさない）にもかかわらず、QOZの割合が 0ではない地域が

存在する理由は、OZ適格区画と隣接しており、OZ指定の要件は満たさないものの世帯

所得の中央値が十分低いと認められた区画や、財務省の調整によって OZとして適格と

みなされた区画が含まれているためである228。 

  

 
228 Kevin Corinth, Naomi Feldman, (2023), “The Impact of Opportunity Zones on Commercial Investment and Economic Activity” 
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図 ３-11 割当変数ごとの QOZの割合 

 

本分析において、差の差分析を使用しなかった理由は、平行トレンドが確認できなか

ったことが主な理由として挙げられる。図 ３-12は Opportunity Zone Programが創設され

た 2017年を基準とし、QOZと非 QOZとの年間の商業投資件数及び投資額について、そ

の差分を示したものである。差の差分析を使用するためには、OZ指定前の 2010年～

2017年で OZ指定前の QOZと非 QOZの差分が一定である必要があるが（平行トレンド

の仮定） 、図では縦軸 0（=基準とした 2017年と差分が同じ）から信頼区間が外れてい

る年が複数年観測されており、年によって差分に変動が生じていることが確認できるた

め、差の差分析は使用できないと判断している229。 

 

 
229 同上 
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図 ３-12 商業投資件数・投資額のトレンド 

 

（５） 分析結果 

 図 ３-13は、回帰不連続デザインを用いて投資件数及び投資額を分析した結果であ

る。事前期間（2014年 1月 1日～2017年 12月 31日）から事後期間（2019年 1月 1日～

2022年 12月 31日）の投資件数及び投資額の変化（事前期間の年間平均投資件数及び投

資額と事後期間の年間平均投資件数及び投資額の差分）について QOZと非 QOZを比較

する分析を実施している230。 

図 ３-13の（a）及び（b）では、全区画を対象に回帰不連続デザインを実施してい

る。非 QOZと比較して、QOZの投資件数は 0.002件少なく、投資額は 10.3万ドル低い

が、どちらも統計的に有意な結果ではなかった。また、（c）及び（d）では、国勢調査区

画の約 75％を占める都市部に限定した分析を実施している。非 QOZと比較して、QOZ

の投資件数が 0.013件多く、投資額が 2.7万ドル少ないが、統計的に有意な結果ではな

い。加えて、（e）及び（f）では、政策介入前の投資のうち約 12％を占める再開発目的

の投資に限定した分析を実施している。非 QOZと比較して、QOZの投資件数が 0.005件

少なく、投資額が 16.4万ドル高いが、統計的に有意な結果ではない。 

つまり、いずれについても Opportunity Zone Programの介入前後での投資件数・投資額

の変化について、QOZと非 QOZの間で統計的有意な差は見られず、したがって QOZへ

の商業投資は Opportunity Zone Programによって増加したとはいえない231。 

 

 
230 同上 
231 同上 
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図 ３-13 回帰不連続デザインの分析結果（投資件数及び投資額の変化） 

 

次に、商業投資以外の経済発展の指標についても回帰不連続デザインを用いて分析を

実施した。特に、小規模な投資や、投資を伴わない事業活動・消費支出の活性化等への

効果を確認するため、事業活動の集計データと消費支出データを分析した。分析に当た

り、新規事業増加率（新規事業の増加率）、事業融資増加率（中小企業向け融資の増加

率）、商業多様性（主要産業が占める割合）、一人当たり消費支出増加率（その地域で行

われている取引量を基にスコア付けをした居住者一人当たりの消費支出の増加率）、消

費支出増加率（その地域で行われている取引量を基にスコア付けをした消費総支出の増

加率）、の五つの指標を MasterCardデータから取得している。 
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分析の結果、図 ３-14のとおり、非 QOZと比較して、QOZでは新規事業増加率は

0.067％ポイント、事業融資増加率は 0.25 ％ポイント、商業多様性は 0.23 ％ポイント、

一人当たり消費支出増加率は 0.52 ％ポイント、消費支出増加率は-0.04 ％ポイントの増

減という結果が確認され、カットオフ値の前後でどの指標においても明確な変化は観察

されず、また、統計的に有意な結果も確認できなかった232。 

 

図 ３-14  回帰不連続デザインの分析結果（その他事業活動） 

 

 
232 同上 
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最後に、Opportunity Zone Programでは商業投資以外にも、住宅用不動産も適格な投資

先に該当しているため、集合住宅投資についても回帰不連続デザインを用いて分析を実

施した。図 ３-15の（a）及び（b）は、事前期間（2014年 1月 1日～2017年 12月 31

日）から事後期間（2019年 1月 1日～2022年 12月 31日）の投資件数及び投資額の変化

を分析したものである。非 QOZと比較して、QOZの投資件数は 0.002件少なく、投資額

は 17.5万ドル高いが、どちらも統計的に有意ではない。（c）及び（d）は、2017年を基

準年（=縦軸 0）として、 2010年～2022年の各年と 2017年の差について QOZと非 QOZ

の差を推定したものである。先行研究によると、Opportunity Zone Programは OZ指定直

後の住宅価格へ影響を及ぼす可能性が示されている。2018年については、投資件数・投

資額のどちらも統計的に有意な結果が得られており、2017年と比較して QOZと非 QOZ

の差が投資件数については 0.05件、投資額は 170万ドル拡大しているといえる。また、

2022年についても投資額のみ統計的に有意な結果が得られており、2017年と比較して

QOZと非 QOZの差が 140万ドル拡大しているといえる233。 

 

図 ３-15 回帰不連続デザインの分析結果（集合住宅投資） 

 

 
233 同上 
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Feldman氏は、Opportunity Zone Programにおいては、政策の目的を達成するために貧

困地域への投資を促進したいと考える投資家と、ただ利益を追求したいと考える投資家

の２通りがいると想定されるため、政策立案の際は、利己的な意思による投資を制限す

ることや、投資への政策適用範囲に制約を設ける等の対処が重要ではないかと結論付け

ている。例えば、投資効果の薄い投資先や、補助金がなくても経済成長が見込めるエリ

アへの投資を避けるべきと考えられる234。 

（６） 本事例から考えられる示唆 

本事例では、数ある政策効果の指標の中から、低所得地域における経済発展及び雇用

創出を目的とした政策の即時的な効果を測定するため、商業投資に着目した。本分析で

は、住宅価格や雇用等の数値を指標とすることもできたが、これらは政策効果が直接発

現する指標ではなく、政策の効果発現に時間がかかる指標であり、政策の即時的な効果

を測定するには投資が最も適した指標と考えられた。なお、補足として、即時的な効果

を測定するものとして新規不動産開発を指標とする場合、観測期間として 5年から 10年

間は視野に入れる必要があったことに加えて、当時データとして利用するための十分な

新規不動産開発が確認できず、データの可用性という観点にも着目し投資が指標として

設定された235。このように、政策の施行から短期間での分析を実施する場合、政策効果

の下流の指標に注目するのではなく、即時的な効果の発現が期待される指標に着目し設

定することで、有効な分析結果を得られる可能性が高まる236。 

また、既存のデータだけで効果検証を行うことには限界があるため、政策立案者は、

データ収集を視野に入れた政策立案を行う必要があることが示唆された。Feldman氏

は、Opportunity Zone Programの効果検証のための理想的なデータセットを既存のデータ

だけで作成することは難しいと考えており、データ不足に関する最初の制約として、政

策立案者が効果検証とそのためのデータ収集を前提とした政策の設計・計画をしていな

いことによって、そもそも十分なデータが存在しない可能性があることを指摘している

237。つまり、現状では既存のデータだけで効果検証におけるデータ不足の課題に対処す

るには限界があり、政策立案の段階で、どれだけ効果検証を前提とした政策立案ができ

るかが重要となる。 

最後に、本分析ではセンサス局から取得した公的データや RCAから購入した民間デ

ータといった統計的なデータに加えて、オルタナティブデータといえる MasterCardのデ

 
234 同上 
235 Feldman氏, オンラインヒアリングより 
236 同上 
237 同上 
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ータが使用された。一般的に民間企業が提供するデータについては、研究者用に作成さ

れていない場合が多いことに加え、利用費用が比較的高額であり、データセットとして

不完全であるリスクもあるが、Feldman氏は経済の動向を把握する上で役立つものであ

ったとしており、分析に必要な情報を代替できる可能性が高いため、使用を検討すべき

である238。 

  

 
238 同上 
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３－２－３. 雇用における効果検証事例 

Opportunity Zone Programが雇用に対して与えた影響について、2021年 7月に公開され

た Rachel M. B. Atkins氏、Pablo Hernandez-Lagos氏、Cristian Jara-Figueroa氏、Robert 

Seamans氏（以下「Seamans氏」という。）の論文を対象に調査を行った239。本分析はニ

ューヨーク大学の NYUAD Center for Interacting Urban Networks (CITIES)、スイス再保険

会社の QuantumCities™イニシアチブ、MITのメディア・ラボのサポートのもと、2019

年後半から 2020年の終わりまでの 1年強の期間をかけて実施されたアカデミアの研究で

ある。本分析では、 Opportunity Zone Programの施行によって雇用（求人数）が増加した

かを分析している。なお、ヒアリングは Seamans氏に対して実施した。 

（１） 効果検証対象 

本分析の処置群・対照群の設定は、３－２－１と同様、連邦政府が定めた OZ指定の

要件に基づいて行われている。QOZ選定の条件として定められている区画の単位は国勢

調査の区画であり、この単位において OZ指定がなされる。 

本分析はこの要件を利用し、コロンビア特別区（ワシントン DC）以外のアメリカ本

土の全ての州の中で、実際に OZの指定を受けた区画を含む郵便番号区画（ZIP Code。

以下「郵便番号区画」という。）レベルでの地域を処置群、OZ指定の要件を満たしてい

るものの、最終的には OZに指定されなかった区画である非 QOZを含む郵便番号区画レ

ベルでの地域を対照群として分析を実施している。 

（２） アウトカム指標 

本分析では、Opportunity Zone Programによる雇用創出への効果を検証している。

Seamans氏にとって、理想的なアウトカム指標である雇用創出数を設定する場合、詳細

なデータを取得するための時間が必要であった。また、求人数は数か月後といった近い

未来の雇用創出の指標となると考えた。そのため、詳細も含めて即時に入手可能であ

り、調査周期が短くデータ取得の頻度がより高い、雇用創出の先行指標となる求人数を

アウトカム指標として設定した240。なお、具体的には月間のオンライン求人数を、入手

可能であった郵便番号区画の単位で用いている。 

（３） データの把握方法 

本分析に当たり、Seamans氏は、2015年から 2020年までのオンライン求人数のデータ

を民間の Burning Glass Technologies（以下「BG」という。）から購入し、求人数を月単位

 
239 Rachel M. B. Atkins, et al., (2021), “What is the Impact of Opportunity Zones on Job Postings?” 
240 Seamans氏, オンラインヒアリングより 
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で追跡した241。BGの求人数のデータはほぼ全てのオンラインにおける求人情報を網羅

した最も広い範囲をカバーしたオルタナティブデータであり、公的な統計調査である

Quarterly Census of Employment and Wages242や ZIP Codes Business Patterns243等の他の労働

に関する調査、企業調査から得られた雇用率のデータとの間でも Seamans氏の分析によ

り相関関係があることが確認されている。 

ただし、BGで購入可能なオンライン求人情報のデータは、OZ指定において使用され

ている単位である国勢調査区画ではなく、郵便番号区画のみであるため、分析において

は実際に OZ指定を受けた国勢調査区画を含む郵便番号区画を処置群、OZの貧困率の要

件を満たしているが、OZに指定されなかった国勢調査区画（非 QOZ）を含む郵便番号

区画を対照群として設定した。国勢調査区画から郵便番号区画への変換は、連邦政府住

宅都市開発省の HUD USPS ZIP Code Crosswalk Files244のデータが活用された。 

また、分析に適した都市レベルのデータではなく、地理的な範囲が狭い郵便番号区画

レベルのデータを用いた分析であったため、都市レベルと比べてサンプルサイズが小さ

く、かつ、誤差も大きくなる懸念から、分析のために整備したデータの詳細や妥当性の

説明に努める必要があった245。 

調査区画の人口統計（貧困率、面積比率、人口比率等）については、ACSから取得し

ている。OZ指定の要件はこの調査に基づいて定められている。 

（４） 分析手法 

本分析では、まず主要な分析として「QOZを含む郵便番号区画と非 QOZを含む郵便

番号区画の求人数について、OZ指定後に差が生じているか」について、差の差分析を

用いて分析している。また、差の差分析を行うに当たって、プロペンシティスコアマッ

チングによって処置群と対照群を設定している。OZに指定された地域とそうでない地

域が類似していたことから、プロペンシティスコアマッチングが適切と判断され、また

OZ指定に一定のランダム性があったため、差の差分析と組み合わせられた。なお、別

の分析手法についても検討したが、例えば回帰不連続デザインは適切な不連続が存在し

ないと考えられたため使用しなかった246。 

まず、経済・政治的な要因等のバイアスを軽減するために、処置群と対照群の観察可

 
241 同上 
242 雇用と賃金に関する四半期国勢調査 
243 郵便番号区画単位の企業調査 
244 郵便番号区画が、州、郡、Metropolitan Statistical Area – MSA (アメリカ合衆国大都市統計地域)、国税調査区画等のレ
ベルにおいてどの地域、区画に該当するのかを示すもの 
245 Seamans氏, オンラインヒアリングより 
246 同上 



 

90 

 

能な特徴を可能な限り均一にする処理を実施すべく、ACSデータ及び国勢調査区画にお

いて該当する選挙区から選出された議員の政党（民主党か共和党か）に基づき、各国勢

調査区画レベルでのプロペンシティスコアを推定した。その後、推定された各国勢調査

区画のプロペンシティスコアを用いて郵便番号区画のプロペンシティスコアを推定し、

分析対象の増加率、人種（黒人と白人の割合）、学歴（高卒以上と大卒以上の割合）、都

市部か否か等を考慮に入れ、最終的なプロペンシティスコアを推定した。その後、OZ

指定が州ごとに行われているため、州ごとにプロペンシティスコアを推定して、それが

類似している処置群と対照群をマッチングした。 

また、差の差分析においては Opportunity Zone Program導入前（2015年～2017年）の

求人数の違いを基準とし、Opportunity Zone Program導入後（2019年～2020年初頭）の求

人数の変化を比較した。なお、同時期に Opportunity Zone Programと同様の目的をもった

政策はなく、他の租特等の影響があると思われる地域については、郵便番号区画レベル

での固定効果が既存の政策効果を保持しているという考えで対処したことで、Seamans

氏は Opportunity Zone Programの効果を切り分けて分析できたと考えている247。 

（５） 分析結果 

図 ３-16はプロペンシティスコアマッチングの結果を示している。左の図は、処置群

（図中で「QOZ」と記された青いグラフ）と、対照群（図中で「非 QOZ」と記された赤

いグラフ）の、マッチング前の推定されたプロペンシティスコアの分布を示している。

重複する部分はあるものの、分布に大きな違いがあることが確認できる。右の図にはマ

ッチングによって絞り込まれた処置群・対照群のプロペンシティスコアの分布が示され

ているが、処置群と対照群の分布が概ね重なっていることから、マッチングによってプ

ロペンシティスコアが類似している処置群・対照群が設定できていることが示されてい

る。 

 

 
247 同上 
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図 ３-16 マッチング前後のプロペンシティスコア 

 

図 ３-17は差の差分析の結果を示している。モデル（1）は、全体の結果を示してい

る。モデル（2）では州レベルでの影響を分析しており、モデル（3）では大きい州に特

化した分析を行っている。全体的な Opportunity Zone Programによる効果として、州の規

模にかかわらず、統計的に有意な差は確認できなかった248。 

また、時間の経過とともに発現する施策の効果を観察するためのモデルについても、

全体を観察したモデル（4）の結果において処置群と対照群の間に統計的に有意な差を

確認できなかった。Opportunity Zone Programによる影響が大きい業種（建設業と不動産

業）の分布を考慮したモデル（5）や実際に OZ関連の投資が存在した QOZのみを処置

群としたモデル（6）でも結果は同様であった。 

 
248 本分析では、p値によって統計的有意性を判断している。p値は、分析結果として得られた係数が偶然によって生じ

たものでないかを統計的に確認するものであり、その値が小さい場合統計的に有意と判断される。 
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図 ３-17 差の差分析の推定結果 

 

図 ３-18は Opportunity Zone Programにおける、対象地域となっている人口等の特徴に

よる効果の違い（以下「異質性」という。）を観察するために追加で行った差の差分析

である。Opportunity Zone Programが都市部に与える効果を観察するため、モデル（1）

では地方、モデル（2）では都市部を対象に分析を実施した。その結果、モデル（2）で

は、OZ指定による約 13%の求人数の増加が統計的な有意性をもって確認されたため、

Opportunity Zone Programは都市部での経済活動に関してプラスの効果を持つことが示唆

されている。人種別の効果を観察したモデル（3）、（4）、（5）、（6）ではアフリカ系アメ

リカ人とヒスパニック人口に着目した分析を行っている。モデル（3）とモデル（4）で

はアフリカ系アメリカ人人口に着目して Opportunity Zone Programの影響を観察してお

り、アフリカ系アメリカ人の人口が中央値を超える地域を観察したモデル（4）では、

OZ指定による約 13%の求人数の増加が統計的な有意性をもって確認された。モデル

（5）、（6）では、ヒスパニック人口に着目して Opportunity Zone Programの影響を観察し

ており、ヒスパニック人口が中央値を超える地域を観察したモデル（6）では、OZ指定

による約 8.2%の求人数の増加が統計的な有意性をもって（モデル（2）やモデル（4）と

比較すると弱いものの）確認された。 
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図 ３-18 異質性や人種別においての差の差分析の推定結果 

 

図 ３-19は州別の効果を観察しており、青色が濃い州ほど Opportunity Zone Programに

よる正の影響が、赤色が濃い州ほど負の影響が見られていることを示している。一部の

州（ネバダ州、ルイジアナ州、ノースカロライナ州等）では、Opportunity Zone Program

が求人数の増加に寄与した一方で、減少の傾向が確認された州もあった。 

 

図 ３-19 州ごとのOpportunity Zone Program の効果 

 

さらに、本分析では定性分析を用いて定量データで確認ができないバイアスの有無に

ついて確認している。州知事が OZ推薦をした際に、他の投資計画に関する情報を持っ

ている等のバイアスが存在したかどうか、可能性を分析するため、関係者へのヒアリン
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グと選定プロセスの期間等に関するルールの分析を行い、バイアスが存在する可能性の

低さを確認している。なお、関係者へのヒアリングは、最終的には実施することができ

たものの、調整を要することが多かったとしている249。 

（６） 本事例から考えられる示唆 

本事例の特徴の一つとして、即時的な効果を期待できる先行指標をアウトカム指標と

して設定したことがあげられる。Seamans氏が理想的と考える雇用創出の効果は

Opportunity Zone Program施行から短期間で発現するものではなく、その先行指標である

求人数が数か月後といった近い未来の雇用創出の指標となると考え設定された250。日本

における EBPMでも、直近に創設・改正された制度の効果を検証する場面は多いと想定

されるが、創設や改正から時間が経っていない政策の効果を検証する場合は、その時点

で既に効果が出ていると考えられる短期的なアウトカム指標を設定して検証することが

望ましい。 

また、本事例は分析において民間のオルタナティブデータであるオンライン求人情報

を使用している。政府データは種類によっては保護されているため入手が困難なものも

あり、かつ、入手が可能な場合においても、データアクセスのためには、調査プロジェ

クトの提案書の提出や学術的な査読、センサス局による内部審査を通過し、さらに FBI

による身辺調査等を受けて特別宣誓資格（Special Sworn Status）を取得する必要があ

る。これらを経てデータの使用が可能になった場合においても、データにアクセスする

ためにはセンサス局のリサーチデータセンター251に直接行かなければならない等、申請

手続やデータアクセスにおいて長い時間を要するため、政策による効果を即時的に確認

したい場合は、政府データは適さないと判断される場合がある。一方、オルタナティブ

データは短期間で入手できる可能性があり、特に短期的な効果を検証するために、調査

周期が短くデータ入手の頻度が高いデータが必要な場合に有用であるため、公的統計の

入手が難しい場合には、オルタナティブデータの活用を検討することが重要である。た

だし、その際には当該データで対応可能な範囲を明確にすることや、入手方法に起因し

たバイアスが存在しないかを確認することに注意を払う必要がある252。 

最後に、本事例は定量分析を補う形で定性分析が行われている。OZ推薦の決定者で

ある州知事が別の投資計画の情報を持っていたか等、バイアスが生じる可能性があった

 
249 Seamans氏, オンラインヒアリングより 
250 同上 
251 Federal Statistical Research Data Centers (FSRDC)。全米に 34か所存在し、機密性の高い国勢調査、世帯や企業の調査
からのデータ、行政データ等へのアクセスを許可された者がオンサイトの環境で同データを使用できる施設
（https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html）。 
252 Seamans氏, オンラインヒアリングより 

https://www.census.gov/about/adrm/fsrdc.html
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か否かは定量データでは確認できない。このように、効果検証において定量データでは

把握できない要素等について、関係者へのヒアリングや文献調査、関係するルールの分

析等の定性分析を行うことは有効であるため、効果検証を行う際は定量分析だけではな

く、適切な定性分析と組み合わせて実施することを検討すべきである。また、定性分析

においてヒアリングが実施される場合は、調整コストを見込んだ調査の計画を立てるこ

とが必要である。 
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４. 本調査で得られた示唆 

 

４－１. 「効果検証制度・体制の構築」係る提言 

前提として、大統領制のアメリカと議院内閣制の日本では政治システムが異なる。特

に意思決定の場において、アメリカでは三権分立（立法府、行政府、司法府）の原則が

厳格であることに対して、日本では内閣（行政府）と国会（立法府）の協調性が求めら

れる。そのため、必ずしもアメリカの事例や示唆が日本における直接的な提言になると

は限らない点に留意されたい。 

（１） 独立した機関による評価 

1993年、連邦政府全体の業績管理・評価を改善することを目的に GPRAが成立した。

その後、GPRAは 2011年に GPRAMAに改正されたが、業績管理が中心で政策の因果関

係に結びつくものではなく、政策決定においては十分な効力を発揮しないものであっ

た。そのため、政策の効果検証とそれを執行するためのキャパシティ推進のために、

2019年に Evidence Act 2018が成立し、行政府機関に対して政策やプログラムの成果及び

影響を把握するためのエビデンス整備が義務付けられることとなった。 

他方、GAOは立法府における独立した監査機関として、業績評価をはじめとする多岐

にわたる評価を実施しており、これらは基本的に議会の要請に応じて実施され、議員の

意思決定のための重要な情報源となっている。政府全体を俯瞰する立場にある GAOは

行政機関に対しても政策評価等を実施するため、それらの評価結果自体が断片化する政

府情報を集約する機能を果たしていると言える。また、俯瞰的な視点を併せ持つ機関で

はないが、CBOや JCTもそれぞれ党派や行政府から独立している点で政治的な介入を受

けない独立した機関として、政策決定に重要な情報源となる評価・分析等を議員に提供

している。 

このような独立した機関による政策評価は、主観的な意思決定ではなく、よりエビデ

ンスに基づく意思決定を促進する可能性が高く、結果的に政府機関の情報を集約し、各

政府機関の業務改善の大切な情報源となり得る点で、エビデンス整備や評価体制構築の

ための包括的な取組の有益な手段として認識される。 

（２） 専門人材確保に向けた工夫 

Evidence Act 2018によって政府全体のエビデンス整備推進の方向性が示されたこと

で、各政府機関における人材採用の取組が促進された。人材採用形態について、日本で
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は、新卒採用制度のような人材のポテンシャルに焦点を当てた採用が一般的である一

方、アメリカでは各々の専門性や経験に応じて就職や再就職を繰り返すジョブ型雇用が

一般的となっており、大きな違いがあることに留意する必要があるが、学生向けに整備

されたプログラムの一つであり、OPMが実施している Pathways Programsに代表される

ように、専門人材の採用に関する様々な取組・工夫が実施されている。Pathways 

Programsでは、学生を対象にインターンシップの機会を提供しており、特定の要件（米

国市民権の保有や規定時間以上のインターン勤務の遂行等）を満たし、優秀と判断され

るインターン生は、正規職員として働くための特別な採用プロセスに転換される可能性

がある。 

また、採用の際は、十分な専門性を持ち合わせていることが重要視されるが、リサー

チ技法やビジネスの知見、プロジェクトを管理するスキルや関係者との関係性を構築す

る能力等の複合的なスキルを有した人材を確保できるようにも努めている。 

加えて、OPMは連邦政府の人事管理を主導する機関として、各府省に対する採用支援

も実施している。例えば、評価実施者に必要なスキルは社会科学の研究・分析方法、デ

ータ収集等と幅広く、その他にも様々な分野の知識が必要になるため、採用の際に各機

関が必要としている専門人材のスキルを明確に説明することは難しいところ、OPMが主

導して専門人材に必要なスキルと資格を明確に定義している。 

上記のことから、学生向けのインターンシップ制度の機会を拡充することで、専門性

及びポテンシャルの高い学生を政府人材として確保することが有効と考えられる。加え

て、複合的なスキルを有した人材を確保することも有益な手段として認識されるほか、

採用を促進するために、現状の効果検証体制に必要な専門人材のスキルを明確化するこ

とが望まれる。 

（３） 行政府の施策における効果検証の計画とその義務付け 

オバマ政権下のアメリカにおいては階層付き補助金が導入されたが、社会・教育・保

険等の分野において、そのモデルに関するエビデンスのレベルに応じて補助金を提供す

る政策であった。階層付き補助金では、そのエビデンスの強さに応じて三つの段階に分

けられており、最も強いエビデンスに基づいて設計された政策・プログラムには多くの

補助金が提供されるという仕組みである。例えば、階層付き補助金の一つである SIF

は、CNCSのプログラムであり、経済的機会、保険・健康、青少年への支援等の優先分

野における地域ベースの政策として、2010年から 2016年まで助成金支援を受けてい

た。SIFは全国区レベルの効果検証を通じて、関係者の能力開発や維持、効果検証に係

る知識・エビデンスの蓄積を可能にした。このような取組は、政策やプログラムの設計
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時において、評価を視野に入れなければならないというインセンティブが働いた点が効

果的であった。 

エビデンス整備に効果的であった階層付き補助金は、各府省において独自のエビデン

ス整備が必要になる点でオーナーシップが重要であり、同時に、より強いエビデンス整

備のためのインセンティブを創出する取組でもあった。つまり、各府省がエビデンスの

重要性を理解し、一定程度のオーナーシップを持ってエビデンス整備を進めてもらうこ

とが重要である。そのためには、階層付き補助金等の取組のように各府省におけるエビ

デンス整備のインセンティブを創出することに加えて、一定程度の自由度の中で政策や

プログラムを設計・実施できることが望ましい。 

（４） 包括的な推進体制の強化 

Evidence Act 2018では、OMBによる府省横断的な調整、各府省における主席評価担当

官と主席評価官室の設置、戦略計画とエビデンス整備計画（ラーニングアジェンダ）の

策定等、主にエビデンス整備のための行政機関に対する要件が規定された。 

行政府全体での EBPMを推進するには、OMBのような各府省全体のエビデンス整備

を牽引する役割を担う指導的立場が重要であり、その指導が各府省に行き届くようにエ

ビデンス整備を担当する部署及び職員を各府省に配置することや各府省におけるエビデ

ンス整備を確実なものにするための戦略と計画の立案を義務化すること、加えて指導的

立場により各府省が策定した戦略・計画の監督をすることが重要であると認識した。 

日本においても、平成 30年度に各府省に政策立案総括審議官を設置したことや、年に

数回 EBPM推進委員会を開催する等、EBPM推進体制が整いつつある。現時点では専門

人材が多くないため、改善できる手段が限られているが、政府全体のエビデンス整備を

牽引する取組を更に進めることが有益な手段として認識される。 

 

４－２. 「データ環境の改善」に係る提言 

効果検証を実施し妥当な結果を得るためには、分析に利用できるデータを十分に確保

できることが重要である。行政府が保有する統計データ等は、その機密性によって研究

のために利用する際のハードルが存在するが、本調査を通して、データ環境を整備し、

政府内外におけるデータアクセスを改善するための示唆が得られた。 

（１） 包括的なデータ環境の改善 

Evidence Act 2018のデータ環境に関する規定に沿って、行政府ではデータ担当官や統
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計官が各府省に設置された。それに伴い、府省横断の会議体である CDOが設置され、

データ環境の改善に係る情報共有や議論が行われている。また、OMB OIRAは行政府に

おける統計業務を所管しており、統計機関におけるデータ共有に関する規則やプライバ

シー保護及び機密性に関する規則等を検討している。さらに、OMB OIRAでは、連邦統

計システムの機能改善や連携、整備、データ品質・機密性の確保、データアクセスの提

供等の使命を掲げている ICSPも運営している。 

このように、エビデンス整備の初期段階においては、統計データ等に関する役職の配

置や情報交換・議論等を目的とした会議体の設置が、重要な役割を果たす可能性が高

い。実際、アメリカで各府省に配置されているデータ担当官や統計官は、統計データ等

を監督するだけではなく、会議体において府省間のナレッジ共有を実施するため、相互

的なエビデンス整備の強化に繋がる可能性が高まると考えられる。 

（２） 統計データへの合理的なアクセス基盤の構築 

連邦政府全体としては、Evidence Act 2018に基づき整備された SAPが、政策立案者や

経済学者、研究者等が公的統計の機密データへアクセスするための共通的な申請プロセ

スとなっている。SAPのポータルサイト「ResearchDataGov」では、一元的なデータ管理

を目的に機密データのデータカタログを提供しており、統計機関が保有する機密データ

を検索することができる。 

また、センサス局では、個人情報を含むような機密データに関して、連邦統計システ

ムと研究機関によるパートナーシップにて機密データへのアクセスを可能とする FSRDC

のプログラムを通した研究者へのデータアクセス権の提供や、プライバシー保護処理を

施した機密データである PPMFを提供している。 

アメリカにおいても、公的統計の機密データへのアクセスには、様々な手続や審査が

必要となる点で、課題が残っていることは事実であるが、SAPの整備を通じた政府全体

における機密データへの手続共通化や、アクセス簡素化が、申請プロセスの透明性の向

上や、ユーザーにとって分かりやすいデータアクセス方法の実現可能性が高まることに

つながり、また、FSRDCプログラムや PPMF等の各統計機関による機密データ公開の制

度は、データ不足の課題が指摘されがちな効果検証の文脈においては、有益な手段とし

て認識される。 

（３） 税務の機密データへのアクセス権の提供 

アメリカでは、IRC 6103（内国歳入法）において、政府機関における税務の機密デー

タに関する開示範囲が規定されている。全ての政府機関が機密性の高い税務データにア
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クセスすることは難しいものの、一定の利用目的であれば税務の機密データにアクセス

することが可能な機関もあり、それらのデータは政策立案・改善のために利用されるこ

とがある。さらに、IRS SOIが提供する JSRPは、税務に係る業務を改善するために税務

の機密データを用いた研究を促進するプログラムであり、税務に係る業務に関して調

査・研究の実施を希望する研究者を対象に、税務の機密データへのアクセス権を提供し

ている。 

税務の機密データは個人情報保護の問題からアクセスが難しいため、それを活用した

租特の効果検証を実施し、政策立案・改善に活用することは困難と考えられている。し

かし、IRCによる法的なアクセス権の規定や、JSRPのような特別なプログラムの運営

は、個人情報等を保護した状態での効果検証を実施し、政策立案・改善に活用すること

が可能と示唆される。 

（４） 新しい技術を用いたデータ課題への取組 

IRSでは、IRCによる法的な税務の機密データの開示や、JSRPプログラムを通した税

務の機密データへのアクセス権の提供に留まらず、新しい技術を用いた税務の機密デー

タの提供を試みている。税務の機密データに関して、個人を識別できる情報を必要とし

ているのか、それとも個人を識別する情報を必要としていないのかに応じて、データの

機密性が異なる。この機密性の違いを踏まえつつ、データアクセス改善のための取組が

それぞれ進められている。 

個人を識別する情報を必要としない税務データについては、プライバシー保護を徹底

しつつ、低コストでデータを作成・提供することを目的としたクエリシステムの試験運

用が実施されている。実際、安全かつ円滑なデータアクセスのためには、クエリシステ

ムによるデータアクセスの標準化や簡素化、自動化を可能とすることが重要視される。

一方で、個人を識別する情報を必要とする税務の機密データについては、プライバシー

保護のための合成ミクロデータの開発及び検証計画が進められている。さらに、合成デ

ータを実データと検証して有効性を検証する取組が計画されている。 

このように、税務の機密データについては、その機密性に応じてデータアクセスの課

題及びアプローチが異なるが、機密を保護することが可能な新しい技術を用いた試験的

な取組を実施していくことが重要となる。特に、機密性に応じてアプローチを分けてい

ることはプライバシー保護の徹底にもつながるだけではなく、データアクセス課題のそ

れぞれの特徴に焦点を当てた効果的なアプローチにもなり得る。 

 



 

101 

 

４－３. 「効果検証の実施」に係る提言 

（１） 定量分析の技法 

（a） アウトカム指標を踏まえたリサーチデザイン 

本調査で確認した Opportunity Zone Programの効果検証事例においては、政策やプログ

ラムの本来の目的に基づく指標をアウトカム指標にすることも考えられるが、政策効果

が直接発現する指標ではない、又は政策の効果発現に時間がかかる指標であるといった

ことから、政策の即時的な効果を測定できる別の指標をアウトカム指標として設定して

いる。このように、限られた時間の中で効果検証結果を必要としている場合、政策の即

時的な効果を測ることが重要となる。また、データによっては 5年から 10年以上の観測

期間を必要とする場合や、十分なデータ数が確認できないものもあるため、データの可

用性という観点を考慮することも望まれる。 

つまり、政策効果は、何をアウトカム指標として設定するかにより、効果が発現する

までの期間が異なるため、効果検証実施前に、リサーチの目的とタイムラインを考慮

し、アウトカム指標を選定することが重要である。 

（b） リサーチデザインにおける分析手法やデータソースの検討 

効果検証には伝統的な計量経済学的な分析手法が用いられることが多く、Opportunity 

Zone Programの効果検証においても、差の差分析や回帰不連続デザイン等、計量経済学

的な分析手法による研究を実施している文献は多い。ただし、計量経済学的な手法の中

でも、例えば、同じ Opportunity Zone Programの効果検証であっても、設定したアウトカ

ム指標に応じて、ある評価実施者は差の差分析、別の評価実施者は回帰不連続デザイン

等、異なる分析手法が選択されており、必ずしも一つの分析手法だけが適切とは限らな

い。そのため、効果検証実施前の段階では、既存のモデルケースや先行事例等の枠組み

にとらわれず、様々な分析手法の利用可能性について徹底的に考慮したリサーチデザイ

ンを実施することが重要である。 

また、適切な分析手法を検討するためには、データの可用性も考慮する必要がある。

そのため、まずは包括的にデータを取得し、データの可用性の観点からも、適切な分析

手法を検討することが望ましい。 

さらに、民間企業が提供するオルタナティブデータは、高価かつデータセットとして

不完全な可能性はあるものの、分析に必要なデータを代替し、適切な分析手法の幅を広

げる新しい取組として期待される。 



 

102 

 

（２） 分析の質の担保 

効果検証を実施する際、分析の質を担保するために、頑健性チェックを実施すること

が重要である。例えば差の差分析の平行トレンド等、各分析手法は一定の仮定の上で成

り立つものであるため、仮定を満たさない状態で分析を行うと、本来は有意でない効果

が有意に出てしまう等、妥当な分析結果を得られない可能性がある。そのため、複数の

手法を用いて、どの手法でも同じような分析結果が取得できるか、頑健性チェックを実

施することが重要である。 

（３） 波及効果の観察 

Opportunity Zone Programのような地域ベースの政策は、直接的な受益者だけでなくそ

の周辺にも影響を及ぼす可能性がある。そのような政策について効果検証を実施する場

合は、受益者に対する直接的な効果に留まらず、その波及効果も検証することが望まし

い。 

（４） 定性分析の併用 

３－１「Opportunity Zone Programの概要」においても示したとおり、Opportunity Zone 

Programの場合は類似の効果をもつ政策が存在する。そのような類似の政策は効果検証

の結果を左右する外的要因になり得るため、固定効果等の手法により、それらの外的要

因を制御する必要がある。しかし、データでは捕捉できない作為的な要因が絡む場合

は、これらの定量的な分析手法によって外的要因を制御することはできない。 

特に、OZ指定プロセスのように、政治的な要因により施策の対象が決定される場合

は、そのプロセスに関する調査や意思決定者等へのヒアリング等の定性分析手法を組み

合わせることも有効である。一方で、ヒアリング調査にかかるコストも見込んだ上で、

分析を進めることも重要である。 

（５） 効果検証を前提とした政策立案 

今回調査を実施した Opportunity Zone Programは、前提として、既存のデータだけで効

果検証を実施することが難しい可能性があった。オルタナティブデータの使用や定性分

析の併用により、データ不足の課題を克服することは可能かもしれないが、そもそも政

策立案の段階から、効果検証を見据え、データ収集を含めた政策設計をすることで、よ

り妥当な効果検証結果を得る可能性が高まると考えられる。 

なお、４－１.（４）で記載のとおり、アメリカでは、法的強制力を持たせたラーニン

グアジェンダ等によって、各府省内部でエビデンス基盤を整備する動きが進みつつあ
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る。日本でも EBPMを推進する体制自体は立ち上がっているが、このような取組を参考

に対応を強化することによって、より強力にエビデンス整備を加速させることが期待さ

れる。 

 

４－４. 「効果検証結果を政策形成に取り込むための工夫」に係る提言 

EBPMの実現のためには、４－１、４－２、４－３でそれぞれ示した示唆を実行する

ことで、効果検証の基盤を整え、政府全体のエビデンス整備を促進することが重要であ

る。これらの EBPMの基盤構築に加えて、効果検証結果を更に活用してくためには、政

策立案・改善のための意思決定の場に反映させることや、そのための政府内のエビデン

ス文化の醸成が重要である。 

（１） 検証結果の意思決定への反映 

前述したとおり、議会の意思決定においては、立法府の独立した機関である CBOの

推計分析や GAOの評価等が重要な情報源となり、特に租特の文脈においては、JCTが実

施する税務に関する分析が重要な意思決定材料となる。JCTでは、議会の要請に基づき

分析を実施する際、基本的な経済理論に基づき分析を実施するが、シンクタンク等の政

府外組織が実施した効果検証結果や学術的文献としての効果検証結果を参考することも

ある。そのため、結果的に、研究者の所属する教育機関やシンクタンク等、政府外の機

関を出所とする研究が多様な意見として意思決定の場に取り込まれることがある。 

アメリカと制度上の違いが大きく、JCTや CBOのように独立した機関が存在しない日

本においては、第三者の推計結果や外部研究者の研究結果等を意思決定に反映させるこ

とは現状では難しいが、外部の研究者による効果検証結果等を政策立案・改善の場で活

用することも、EBPM推進の有益な手段として認識される。 

（２） エビデンス文化の醸成 

OMBでは、上級幹部を対象に、Evidence-Based Decision-Making Leadership Academy等

の開催を通じて、エビデンスに基づく意思決定のための学習文化の醸成や知識・スキル

の提供を実施している。他にも、エビデンス整備の進捗やナレッジの共有を目的とした

府省間をまたぐイベント等を通じて、エビデンス整備・エビデンス文化の促進を図って

いる。また、OMBが運営するウェブサイト「Evaluation.gov」においてはエビデンス整

備に関する情報が集約されているだけでなく、政府職員がエビデンス・評価に関して学

ぶためのツールキットが提供されている。 

OMBの取組に代表されるように、政府全体でのエビデンス整備をより促進するために
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は、横断的な取組も重要であるが、幹部職員も含めた職員に向けて、効果検証に関する

ナレッジやスキルを学ぶ・身につける場を広げることも重要である。 

 


